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１ 法人の概要  

  

(１) 法人名 

公立大学法人岩手県立大学 

  

(２) 所在地 

滝沢キャンパス 岩手県滝沢市 

宮古キャンパス 岩手県宮古市 

アイーナキャンパス 岩手県盛岡市 

 

(３) 設立に係る根拠法 

地方独立行政法人法（平成15年法律第118号） 

 

(４) 設立団体の長 

岩手県知事 達増 拓也 

 

(５) 資本金の額及び出資者ごとの出資額 

32,679,099,000円（全額岩手県からの出資。前年度からの増減なし。） 

 

(６) 目的 

この公立大学法人は、大学を設置し、及び管理することにより、学術の中心として、広く知識を

授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させ、並びに

職業又は実際生活に必要な能力を育成し、もって広く社会の発展に寄与することを目的とする。 

 

(７) 業務内容 

ア 県立大学を設置し、これを運営すること。 

イ 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。 

ウ 法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者との

連携による教育研究活動を行うこと。 

エ 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。 

オ 県立大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 

カ 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 

 

(８) 役員の状況 

別紙１のとおり。 
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(９) 組織 

ア 組織図 

別紙２のとおり。 

 

イ 常勤職員及び非常勤職員に関する事項(令和３年４月１日現在) 

(ア) 職員数 （単位：人） 

区分 当年度 前年度 増減 摘要 

教員数 226 223 ３  

 岩手県立大学 188 184 ４  

 岩手県立大学盛岡短期大学部 23 25 △２  

 岩手県立大学宮古短期大学部 15 14 １  

事務局職員数 174 174 ０  

 職員 97 100 △３  

 任期付職員 6 6 ０  

 非常勤職員 14 18 △４  

 再任用職員 3 1 ２  

 臨時職員 54 49 ５  

 

(イ) 常勤職員の平均年齢 

区分 当年度 前年度 摘要 

教員 49.0歳 49.3歳  

事務局職員 41.9歳 42.1歳  

 

(ウ) 法人への出向者数 （単位：人） 

区分 当年度 前年度 増減 摘要 

出向者数 ０ ０ ０  

 

(10) 大学の特徴等 

ア 沿革 

本学は、岩手県の歴史や風土、伝統のうえに、21世紀の新たな時代を拓く高度な教育研究拠点

として、県民の大きな期待の下、平成10年４月に、看護学部、社会福祉学部、ソフトウェア情報

学部、総合政策学部の四学部に既存の盛岡、宮古の両短期大学を併設して二短期大学部に再編し、

開学した。 

その後、平成17年度には、予算・人事・組織運営など大学経営全般の自主性・自律性を高める

ため、公立大学法人に移行し、これに併せて岩手県から平成17年度から平成22年度までの６年

間にわたる「中期目標」が示された。第一期中期目標では、「実学実践」による教育研究活動や地

域貢献活動を推進し、平成20年度には、学校教育法に基づく認証評価による大学基準及び短期大

学基準への適合が認定された。第二期中期目標では、学生を主人公とした「学生目線」による教

育と岩手の活力を生み出す「地域目線」による研究・地域貢献に精力的に取り組み、平成27年度

には、公益財団法人大学基準協会による認証評価を受審し、大学基準及び短期大学基準への適合

認定を経て、着実に発展してきた。 
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イ 建学の理念と中期目標・中期計画 

開学に当たっては、建学の理念を「『自然』、『科学』、『人間』が調和した新たな時代を創造する

ことを願い､人間性豊かな社会の形成に寄与する、深い知性と豊かな感性を備え、高度な専門性を

身につけた自律的な人間を育成する大学を目指す」とするとともに、この理念の下、大学の基本

的方向を①豊かな教養の修得と人間尊重の精神の涵養、②学際的領域を重視した特色ある教育・

研究、③実学・実践重視の教育・研究、④地域社会への貢献、⑤国際社会への貢献と定め、大学

づくりを行ってきた。 

第三期中期目標では、平成30年の開学20周年を契機に、建学の精神に則り、社会環境の変化

や地域社会のニーズに対応した教育研究活動や地域貢献活動の充実・強化を図るため、教育研究

組織を検証し、地域に一層貢献できる体制を構築するとともに、東日本大震災津波からの復興と

その先を見据えた地域の未来づくりに寄与し、地域社会をリードするため、「いわて創造人材の育

成と地域の未来創造への貢献」に取り組むことを基本姿勢とし、「ふるさとの未来を拓き、未来を

担う人材を育む『学びの府』として地域に貢献する大学」を目指し、「中期計画」を策定し、理事

長、学長のリーダーシップの下、これらの実現に向け、積極的に取り組んでいる。 

 

ウ 学部等の構成及び学生数（令和３年５月１日現在） 

岩手県立大学 看護学部 ３６７人 

 社会福祉学部 ４１７人 

 ソフトウェア情報学部 ７２１人 

 総合政策学部 ４５９人 

  （学部計１，９６４人） 

大学院 看護学研究科 博士前期課程 １４人 

  博士後期課程 ８人 

 社会福祉学研究科 博士前期課程 １６人 

  博士後期課程 ６人 

 ソフトウェア情報学研究科 博士前期課程  ７８人 

  博士後期課程 １９人 

 総合政策研究科 博士前期課程 ９人 

  博士後期課程 ２人 

 （大学院計 １５２人） 

 合計２，１１６人 

岩手県立大学盛岡短期大学部 ２１７人 

岩手県立大学宮古短期大学部 ２１０人 

 総計２，５４３人 
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別紙１ 役員の状況（令和３年４月１日現在） 

 

氏名 千葉 茂樹 役職 理事長 

任期 令和６年度まで 

経歴 岩手県職員（昭和52年４月～平成24年２月） 

岩手県副知事（平成24年２月～令和２年２月） 

現職（令和２年４月から） 

 

氏名 鈴木 厚人 役職 副理事長（学長） 

任期 令和４年度まで 

経歴 東北大学副学長（平成17年４月～平成18年３月） 

高エネルギー加速器研究機構長（平成18年４月～平成27年３月） 

現職（平成27年４月から） 

 

氏名 宮野 孝志 役職 専務理事（副学長（総務）／事務局長） 

任期 令和３年度まで 

経歴 岩手県職員（昭和57年４月～平成31年３月） 

岩手県土地開発公社理事長（平成31年４月～令和３年３月） 

現職（令和３年４月から） 

 

氏名 石堂 淳 役職 理事（副学長（教学）） 

任期 令和６年度まで 

経歴 岩手県立盛岡短期大学講師（昭和62年４月～平成２年３月） 

岩手県立盛岡短期大学助教授（平成２年４月～平成10年３月）  

岩手県立大学総合政策学部助教授（平成10年４月～平成18年３月） 

岩手県立大学総合政策学部教授（平成18年４月～現在）  

岩手県立大学学生支援本部長（平成24年４月～平成25年３月） 

岩手県立大学企画本部長（平成25年４月～平成30年３月） 

岩手県立大学理事（副学長（企画））（平成28年４月～平成30年３月） 

現職（平成30年４月から） 

 

氏名 狩野 徹 役職 理事（副学長（企画・研究地連）） 

任期 令和４年度まで 

経歴 岩手県立大学助教授（平成11年４月～平成17年３月） 

岩手県立大学教授（平成17年４月～現在） 

岩手県立大学社会福祉学部長（平成28年４月～平成30年３月） 

現職（平成30年４月から） 

 

氏名 小原 忍 役職 理事（非常勤） 

任期 令和４年度まで 

経歴 株式会社岩手めんこいテレビ常勤監査役 

現職（平成31年４月から） 

 

氏名 藤村 文昭 役職 理事（非常勤） 

任期 令和５年度まで 

経歴 株式会社藤村商会 代表取締役会長 

現職（令和２年４月から） 



5 

 

 

氏名 桝田 裕之 役職 監事（非常勤） 

任期 令和４年度まで 

経歴 弁護士 

現職（平成27年４月から） 

 

氏名 三河 春彦 役職 監事（非常勤） 

任期 令和４年度まで 

経歴 税理士 

現職（平成29年４月から） 
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別紙２ 組織図 

 

令和３年度 公立大学法人岩手県立大学組織図 

＜役員会議＞

＜事務局＞

副学長(企画・研究地連

担当)/理事

教育研究会議

公立大学法人 経営会議

岩手県立大学 岩手県立大学盛岡短期大学部 岩手県立大学宮古短期大学部

いわてものづくり・ソフトウェア

融合テクノロジーセンター

理事長  学長/副理事長 副学長(教学担当)/理事
教育支援本部

メディアセンター

教職教育センター

理事
学生支援本部

健康サポートセンター

監事
研究・地域連携本部

総合政策研究科

地域政策研究センター

企画本部

内部監査室

高等教育推進センター

看護学部

看護学研究科

社会福祉学部

社会福祉学研究科

ソフトウェア情報学部

ソフトウェア情報学研究科

総合政策学部

盛岡短期大学部

宮古短期大学部

副学長(総務担当)・事務

局長/専務理事

研究・地域連携室

総務室

教育支援室

学生支援室

企画室

（学部事務室）

宮古事務局
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２ 全体的な状況とその自己評価  

 

令和３事業年度は、第三期中期計画がスタートして５年目を迎え、各部局が定める工程表に則

した施策の展開に努めるほか、令和２年度における取組の成果、課題を振り返りながら、中期目

標を達成するために必要な取組を計画的かつ着実に推進していく必要があるという認識の下、計

画を策定した。 

本学では、この計画の下、いわて創造人材の育成と地域の未来創造に貢献する大学として、学

生、地域の期待に応えていくため、下記の重点事項を中心として全学一体となって種々の施策に

取り組んだ。 

また、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中にあっても大学の事業を継続的に運営

するため、令和２年度に引き続き新型コロナウイルス感染拡大防止のための取組を行った。 

本項では、第三期中期計画策定時に提示した重点的に取り組む事項について、45 項目の事項

別計画の推進とともに、令和３年度の取組状況を自己点検・評価している。 

なお、45 項目からなる事項別計画に係る実績については、「３ 項目別の状況」のとおりで

ある。 

第三期中期計画では、中期目標の達成に向けて、開学以来取り組んできた「地域に根ざした

実学・実践重視の教育研究活動」に加え、次の３つの事項に重点的に取り組むこととしてい

る。 

◎ いわての「未来を創造する人材」を育成するため、産業界・地域等との連携のもと、

いわてをフィールドとした地域志向教育の充実と学生の主体的学修を促す能動的学習の

推進 

◎ いわての「豊かなふるさと」の創生を支えるための戦略的な研究活動の強化 

◎ いわての「グローバル化」を促進するための多様な文化や価値観の理解促進支援ネッ

トワークの構築 

また、運営交付金をはじめとする限られた財源を有効に活用しながら、より一層効果的か

つ効率的な大学運営に努めることとしており、令和３年度においては、それぞれ次のとおり

取り組んだ。 

注）重点事項の実績内容については、年度計画№１～45 の実績に基づいて記載している。 

 

１ 【教育】 全学的な教学マネジメントの下、各学部の特性に応じた「いわて創造人材」

を育成 

－いわての「未来を創造する人材」を育成するため、産業界・地域等との連携のもと、いわて

をフィールドとした地域志向教育の充実と学生の主体的学修を促す能動的学習の推進－ 

(１) アセスメント・ポリシーに基づいた評価による学修成果の可視化に向けた取組

（【No.１・２・４・７】関係）（p.９、10、11、12） 

【No.１、７】 

令和２年度に策定したアセスメント・ポリシーについて、各学部・研究科における

アセスメント実施体制の整備を行うとともに、具体的な達成度評価方法を記載した実

質的なポリシーとなるよう修正・見直しを行い、令和４年度から本格運用することと

した。 

学士課程の基盤教育については、アセスメントの結果をまとめ全学に報告した。 

【No.２】 

基盤教育学生アセスメントを現２年生から４年生まで実施し、結果を報告書にまと
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め、全学に共有した。その結果として、履修者数や成績評価の偏り、高年次履修者数

の少なさ等が課題として挙げられた。これらの課題に対する方策として、履修者数に

偏りがある科目については時間割上の配置を令和４年度から変更するとともに、令和

４年度以降の入学生向けに高年次開講科目を新たに設けた。さらに、次期基盤教育課

程改正時には科目配分の仕方を見直すこと、教員が自身の成績評価の在り方を客観的

に考察できるようにすることとした。 

【No.４】 

教育内容・教育方法を学生に明確に周知するため、新たな Web ポータルシステムの

導入に合わせてシラバスの内容の充実を図ることとし、「授業の位置付け」の欄にデ

ィプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーと授業との関連付けの記載を進め

た。記載状況を確認した結果、記載されている割合が 97.7％に上昇（令和２年度

95.9％）し、改善が進んだことが確認された。 

(２) 教職教育センターの運営による学部・研究科の教職課程の充実、教員志願者の進路

の実現を図る取組（【No.１】関係）（p.９） 

令和３年度に設置された教職教育センターについて、教職教育センター会議及び教

職教育運営会議を開催し、教職教育センターに係る予算、年間スケジュール、教育実

習の実施方針、新型コロナウイルス感染症への対応、教職課程履修学生の状況把握、

数学教職課程認定申請経過及び認定についてなど、教職課程の充実に向けた取組を実

施した。 

(３) 副専攻「国際教養教育プログラム」の関連科目の充実、海外留学支援奨励金事業や

学内の国際交流スペース活用等による学生の主体的・積極的な国際交流活動の促進

（【No.10】関係）（p.16） 

ア 新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため、教員の現地視察を中止とせざるを

得なかったため、「国際教養教育プログラム」関連科目である「国際演習Ａ」は開

講できなかったが、計画どおり、国内で行う「国際演習Ｂ」の内容を充実させた。

また、看護学部、社会福祉学部及び盛岡短期大学部では、海外大学とのオンライン

学習を実施した。 

イ 新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響により、実際に海外研修を行うこ

とはできなかったが、海外留学支援奨励金募集要項及び募集スケジュールを整備の

上、国際交流推進委員会へ報告し、学生の海外派遣促進を行うための支援策を整

え、運用できるようにした。  

ウ 学生生活における多文化理解の増進を図るため、次のとおり国際交流イベントを

実施した。 

(ア) 在住外国人による母国文化紹介 後期１回 参加者数 22 人  

(イ) 多文化理解講演会 後期１回 参加者数 26 人 

(ウ) 英会話交流事業「English Time」 

滝沢キャンパス （前期）全 14 回 参加者数 延べ 26 人 

        （後期）全４回  参加者数 延べ 13 人  

宮古キャンパス （前期）全２回  参加者数 ６人 

        （後期）全２回  参加者数 ６人 

エ 多文化理解や多言語学習に着目した学習環境の整備及び留学生と日本人学生の交

流促進を目的として設置した文化交流スペース「Stella」の運用を開始し、留学生

オリエンテーション（６月）や国際交流イベント等（上記(ア)(ウ)）を実施した。 
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(４) 多様な入学者選抜の実施とＩＣＴ活用による効果的な志願者確保への取組

（【No.11・12】関係）（p.17、18） 

【No.11】 

ア 盛岡短期大学部一般選抜と大学院２次募集の同日実施による入試日程の見直し

や、インターネット出願導入による出願手続きの効率化など体制の整備を進めた。

また、入試検討作業部会で全学的な共通作題について検討し、利用希望の多い入試

区分と分野で順次導入する方向性とし、後日、入試検討会議で了承された。 

イ 入学者選抜試験検討会議において、各学部・研究科の志願者確保の取組等、評価

の認識を共有した。また、これまでの選抜の評価を踏まえ、社会福祉学部での総合

型選抜の見直し、総合政策学部で編入学入試の配点の見直しをそれぞれ行うに至っ

た。 

【No.12】 

ア 高校訪問は、新型コロナウイルス感染症対策のため県内を対象に実施し、県外の

高校向けにオンラインによる相談会を開催して、志願状況や各学部の入試の特徴等

の説明を行った。 

 入試相談会や学生による相談は、対面式に加えてオンラインでも実施し、高校生

の進学意欲喚起及び不安の解消につなげた。 

 入試説明会やサマーセミナーを開催し、本学の魅力や学部の学びの特徴等を高校

生や保護者に伝えた。 

イ 共通作題の導入に向けて、入学者選抜検討作業部会において、選抜区分ごとの学

生の英語成績の比較等を行い、導入する選抜区分を検討した。 

 また、入学者選抜試検討会議において志願者確保に係る各学部の取組状況を共有

し、共通作題導入に向けて令和４年４月以降も継続的に取り組むこととした。 

ウ 各学部・研究科において対面式やオンラインによる説明会・相談会を開催し、看

護学研究科前期課程とソフトウェア情報学研究科前期課程における入学定員の充足

や、看護学部への編入学者の増等志願者の確保につなげた。 

 なお、各学部・研究科の取組状況や課題について、入学者選抜試験検討会議にお

いて情報共有した。 

(５) 障がいのある学生に対する合理的配慮の実施及びＬＧＢＴ（性的マイノリティ）に

関する相談窓口の設置等によるダイバーシティ（多様性）の推進（【No.15】関係）

（p.22） 

ア 障がい等のある学生からの個別相談に対応するとともに、学部等との連携の下、

学生の障がい等の状態に応じた合理的配慮を実施した（相談対応延べ約 450 件、合

理的配慮の実施延べ約 140 件）。 

 特に令和３年度は、本学で初めて重度心身障がいのある聴講生を受け入れ、学業

及び学内生活等に関する必要な配慮を実施した。 

イ 学生サポートサロン、健康サポートセンター等によるケース共有会議を開催し、

対応が困難な事例や連携が必要なケースについて共有の上、意見交換を行った（計

７回開催）。 

 心理相談専門員、兼任相談員（教員）及び管理職等により、学生相談に係る情報

交換会を実施し、情報共有の在り方等について意見交換や、研修を行った。 

ウ ＬＧＢＴ等に係る学生支援のあり方について全学的な検討を行うため、「ＬＧＢ

Ｔ等に係る学生支援のあり方検討ワーキンググループ」を設置し、課題や支援策等

について協議を行った。（計２回開催） 
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 相談窓口の設置については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、他大

学視察に替え、ＬＧＢＴに係る他大学のオンラインセミナーを受講した。 

 なお、ワーキンググループで、相談窓口の設置等体制整備も含めたガイドライン

の策定は慎重にすべきとの意見もあり、令和４年度も継続して検討することとなっ

た。 

(６) 就職活動ロードマップの活用等による学生の就職活動スキルアップを図る支援の実

施及び変化する社会情勢に対応した就職支援体制の強化（【No.16】関係）（p.23） 

ア キャリア地域学習及び各学部のキャリア教育科目において、ＰＲＯＧテストや職

業レディネステスト等の外部アセスメント（客観的評価）及び授業独自のルーブリ

ック等の内部アセスメント（自己評価）を活用した。その結果、本学学生は対人、

対外場面での能力発揮に弱い傾向にあることが把握されたことから、アウトプット

重視のアクティブラーニングになるよう授業内容を改善して実施した。 

イ 学生の強み・弱みを踏まえ、就業力を高めるための効果的なインターンシップの

実施を促すため、新型コロナウイルス感染症の影響下においても実施可能なオンラ

インプログラムによる先進事例紹介などを盛り込んだインターンシップセミナー

「インターンシップ専門人材育成研修会」を実施した。（参加企業 39 社） 

ウ 就職ガイダンスについては、各学部教員と協議を行った上で調整を図り、学部ご

とに学生が参加しやすい時間に開催した。ガイダンスの内容は、学部の特性に配慮

するとともに、オンラインによる就職活動に役立つ内容を含んで実施した。加え

て、学生が自ら行動し希望に沿った進路選択ができるよう、「就職活動ロードマッ

プ」を活用し、説明を行った。 

 また、就職支援体制を強化するため、就職相談の件数が増加する繁忙期に、進路

相談対応を専門的に担うキャリアコンサルタントを外部から招聘し、より多くの学

生相談に対応した。 

 

２ 【研究】 教育と地域貢献を支える研究活動の強化 

－いわての「豊かなふるさと」の創生を支えるための戦略的な研究活動の強化－ 

(１) 北いわてなどにおける持続可能な地域社会の実現に向けた調査研究（【No.18】関

係）（p.26） 

ア 地域ニーズに対応した県内自治体、企業等との共同研究等を推進するため、コー

ディネーターが中心となり、各学部等と連携して、ニーズ把握と分析、学内シーズ

との的確なマッチングに努め、また、各学部等においても、地域協働研究をはじめ

とした地域課題解決を企図した研究の推進に努め、多くの共同・受託研究を進めた

ほか、県内自治体等との連携基盤の構築も進めた。 

・ 各学部等の研究シーズを把握し、学内外におけるプロジェクト研究を推進する

ため、コーディネーター等が企業訪問を行ったほか、各種セミナー等に積極的に

参加した。（自治体・企業等との面談 延べ 143 件 ［うち教員とのマッチング

81 件］、セミナー等の参加 73 回） 

・ 県内自治体・企業等との共同研究を実施した。（47 件［うち地域政策研究セン

ターの地域協働研究 37 件］） 

・ 県内自治体・企業等との受託研究を実施した。（６件） 

・ 矢巾町と地域活性化を目的とした包括的連携協定を締結した。 

イ 高度専門人材の育成や持続可能な地域社会の実現に向け、県や盛岡市等と連携し

て次の取組を行った。 
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・ 盛岡市職員の新たな政策立案と新たな政策形成能力の向上を目的として、２人

の市職員を共同研究員として受け入れ、共同研究を行った。平成 31 年４月から

２年間受け入れた共同研究員による調査研究が、第 12 回都市調査研究グランプ

リ（CR-1 グランプリ）政策基礎部門優秀賞を受賞した。 

・ 平成 31 年４月に岩手県と締結した「北いわての地域課題の解決及び産業振興

に向けた連携協力協定」に基づき取組を進めている北いわて産業・社会革新ゾー

ンプロジェクトについて、地域連携コーディネーター及び産業技術支援アドバイ

ザー各１人を令和２年度に引き続き配置したほか、北いわて地域を対象とした地

域協働研究を９件、北いわて・三陸地域活性化推進研究を６件、関連した戦略的

研究プロジェクト３件、県からの受託研究３件、受託事業１件を実施するなど、

県と連携して推進し、北いわて地域を対象とした研究活動等がより一層進められ

た。 

・ また、同プロジェクトについて、幅広い分野で柔軟に産学官が連携しながら推

進していくため令和４年２月に設立された新たな産学官連携組織「北いわて産

業・社会革新推進コンソーシアム」に県との共同事務局として運営に参画すると

ともに、設立総会と同日開催されたシンポジウムで本学の取組について事例発表

するなど、本学の取組の情報発信に取り組んだ。 

ウ 知識・技術共創エコシステムの構築に向け、次の取組を行った。 

令和３年度新たに「コンバージェンス＠いわてイノベ」を実施し、キックオフ・

イベントや全体交流会を開催したほか、分科交流会の活動も展開し、本学教職員・

学生等と滝沢市 IPU イノベーションセンター入居企業等との連携交流に取り組ん

だ。 

(２) 本学の特色を生かした共同研究の推進（【No. 22】関係）（p.30） 

Society5.0 を念頭に置いた最新の IT 技術を活用した新製品や新サービスの創出を

促進するためのイベント「コンバージェンス＠いわてイノベ」を新たに開催し、本学

の教員のほか企業や行政関係者も参加する分科交流会を１つ立ち上げるなど、異分野

交流が進められた。 

【関連項目 No.18】（p.26） 

ア 地域ニーズに対応した県内自治体、企業等との共同研究等を推進するため、コー

ディネーターが中心となり、各学部等と連携して、ニーズ把握と分析、学内シーズ

との的確なマッチングに努め、また、各学部等においても、地域協働研究をはじめ

とした地域課題解決を企図した研究の推進に努め、多くの共同・受託研究を進めた

ほか、県内自治体等との連携基盤の構築も進めた。 

・ 各学部等の研究シーズを把握し、学内外におけるプロジェクト研究を推進する

ため、コーディネーター等が企業訪問を行ったほか、各種セミナー等に積極的に

参加した。（自治体・企業等との面談 延べ 143 件 ［うち教員とのマッチング

81 件］、セミナー等の参加 73 回） 

・ 県内自治体・企業等との共同研究を実施した。（47 件［うち地域政策研究セン

ターの地域協働研究 37 件］） 

・ 県内自治体・企業等との受託研究を実施した。（６件） 

・ 矢巾町と地域活性化を目的とした包括的連携協定を締結した。 

イ 知識・技術共創エコシステムの構築に向け、次の取組を行った。 

度新たに「コンバージェンス＠いわてイノベ」を実施し、キックオフ・イベント

や全体交流会を開催したほか、分科交流会の活動も展開し、本学教職員・学生等と
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滝沢市 IPU イノベーションセンター入居企業等との連携交流に取り組んだ。 

 

３ 【地域貢献】 地域の「知の拠点」として、地域の課題解決とグローバル化に対応 

－いわての「グローバル化」を促進するための多様な文化や価値観の理解促進支援ネットワー

クの構築－ 

(１) 地域の課題解決及び活性化に向けた地域との協働研究（【No.26】関係）（p.35） 

地域課題の解決を目指す地域協働研究の研究成果の社会実装に向けて、次の取組を

行った。 

・ ステージⅡ（研究成果実装ステージ）９課題を実施。令和２年度から継続の４課

題のうち３課題については社会実装されており、残り１課題については、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により研究活動が遅延したため、引き続き社会実装に向け

た研究が継続されている。 

・ 地区発表会の開催については、新型コロナウイルス感染症の想定以上の感染拡大

を踏まえ、令和２年度に引き続き開催を見送った。 

(２) 産学公連携によるプロジェクトの推進及び企業学群の形成に向けた取組の強化

（【No. 27】関係）（p.36） 

ア 本学の特徴を活かした産学公連携による研究プロジェクトを推進するため、次の

取組を行った。 

・ ＪＳＴ「共創の場形成支援プログラム」などへの応募に向けた取組を推進し

た。 

・ 共創分野において、東京大学未来ビジョン研究センターが代表機関を務める

「資源を循環させる地域イノベーションエコシステム研究拠点」（育成型）に、

「北いわて産業・社会革新ゾーンプロジェクト」を中心とした取組による本学の

参画が７月に決定した。 

・ 東京大学等と共同で、地域ビジョンに係るワークショップを２月までに３回開

催した。 

・ 育成型から本格型への昇格審査について、東京大学に協力して申請書類の作成

等の対応をしたところ、採択され、令和４年度から最大 10 年間の大型研究プロ

ジェクトに本学が参画することとなった。 

イ 若手技術者、学生の技術力や実践力を養成するため、次の取組を行った。 

・ 高度技術者養成講座について、新型コロナウイルス感染症が県内で想定以上に

感染拡大したことを受け、年度当初に予定していた全 15 講座中９講座を 10 月か

ら開催するとともに、開催を見送った講座の一部について令和４年度序盤の開催

に向けて調整を行った。  

・ enPiT 後継事業として、企業の保有技術を用いて企業人と学生の合同チームで

企画から実装までの一連の流れを体験する「システムデザイン実践論」を、滝沢

市 IPU イノベーションセンター・パーク入居・立地企業４社参加協力の下で２月

に実施した。 

【関連項目 No.18、22】（p.26、30） 

ア 知識・技術共創エコシステムの構築に向け、次の取組を行った。 

令和３年度新たに「コンバージェンス＠いわてイノベ」を実施し、キックオフ・

イベントや全体交流会を開催したほか、分科交流会の活動も展開し、本学教職員・

学生等と滝沢市 IPU イノベーションセンター入居企業等との連携交流に取り組ん

だ。（No.18） 
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イ Society5.0 を念頭に置いた最新の IT 技術を活用した新製品や新サービスの創出

を促進するためのイベント「コンバージェンス＠いわてイノベ」を新たに開催し、

本学の教員のほか企業や行政関係者も参加する分科交流会を１つ立ち上げるなど、

異分野交流が進められた。（No.22） 

(３) 東日本大震災津波被災地に係る復興支援活動や研究成果等のまとめと、本学研究を

ベースとした県との研究協力の推進（【No.29】関係）（p.38） 

ア 「東日本大震災津波復興支援の歩み」と題し、東日本大震災津波から 10 年間の

復興支援活動の記録を掲載した「初動対応と 10 年の記録」及び教員、卒業生、在

学生の聴き取りについて掲載した「私たちが語るこれまでとこれから」のほか、概

要を掲載したパンフレットをそれぞれ 1,000 部、作成し、配布した。 

イ 岩手県との震災復興・防災に関する研究協力を推進するため、令和３年度に新設

された県復興防災部との本学の推進体制を検討し、対応方針を策定するなど、令和

５年度の（仮称）防災復興支援センターの設置に向けて取り組んだ。 

 

４ 【業務運営等】 教育研究活動を支える自主的・自律的な法人運営 

(１) 出産、育児や介護と仕事との両立を支援する取組の強化（【No.36】関係）（p.43） 

ア 「出産、育児及び介護と仕事の両立を支援するためのサポート相談窓口」による

相談対応を実施し、教職員に対する制度案内等の支援を行った。 

イ 学内ホームページをリニューアルし、本学の一般事業主行動計画や相談窓口、教

職員が利用可能な制度に関する手引き等、掲載内容の充実を図り、教職員の仕事と

生活の調和に関する情報について広く周知を行った。  

ウ 各職員の状況等に応じた配慮を行うため、所属長は５月に実施した基本面談にお

いて、希望する職員が提出したワークライフバランスシートの確認を行った。 

エ 働きやすい環境に配慮するため、日曜祝日の学内イベントで同日勤務を要する教

職員への保育支援として、臨時託児（申込 11 人、実績１人）を実施した。また、

育児・介護関係諸制度利用の手引きの更新（令和３年８月）を行った。  

オ 性別、年齢、国籍等、多様なバックグラウンドを有する学生や教職員が学び、働

いていることから、学生や教職員がその性的指向や性自認等に関わらず生き生きと

活躍できるような大学づくりの促進や男女共同参画に関する意識の醸成を図るた

め、令和３年 10 月 19 日、本学教職員及び学生を対象に、「ＬＧＢＴＱ＋」をテー

マとする研修会を開催した。（参加者 37 人） 

カ 計画に加え、教職員がその性別等の属性に関わらず力を発揮できる職場環境づく

りに向けた取組を推進するため、令和３年度から５年間を計画期間とする「公立大

学法人岩手県立大学次世代育成支援及び女性活躍推進のための一般事業主行動計

画」を策定し、周知した。 

(２) ウィズコロナ時代を踏まえたメディアミクスによる効果的な広報活動の展開

（【No.41】関係）（p.49） 

広報対象毎に広報媒体を選択し、訴求力のある広報活動を展開した。 

高校生に対しては、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった対面型イ

ベントの代替として Web 版オープンキャンパスを開設し、高校生向けのコンテンツと

して本学学生が制作した動画を７月から８月にかけて定期的に掲載したほか、インタ

ーネット広告により本学ホームページへの誘導を図った。また、学生生活や、社会で

活躍する卒業生の姿を紹介する大学紹介動画を YouTube に掲載するとともに、ＳＮＳ

により随時情報を発信した。 
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保護者や県民一般に対しては、前述の大学紹介動画をテレビ用に再編集したテレビ

番組を同時間帯で最も視聴率の高い放送枠で放送し、幅広いターゲットに向けて広報

活動を実施した。 

これらの取組を実施した上で、新入学生アンケートや Web 版オープンキャンパスの

アンケート、テレビの視聴率、Google アナリティクスや YouTube アナリティクスの結

果を用いてインターネット広告の効果や広報対象に訴求する媒体について分析・検証

した。その結果を活用し、新たな取組として、令和４年度のオープンキャンパスの開

催方法を対面とデジタルでのハイブリッド開催とするなど、今後の広報事業の改善に

つなげることができた。 

 

５ 新型コロナウイルス感染症対策 

(１) 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための遠隔授業実施環境の整備（【No.８、

42】関係）（p.13、51） 

【No.８】 

コロナ禍における円滑な授業運営を実施するため、遠隔授業及びＬＭＳの利活用を

支援した。また、学生を支援するためノートパソコン貸与制度を整備した。 

【No.42】 

ア 事務管理システムの更新については、ＬＭＳの導入など、新型コロナウイルスを

含めた今後起こり得る感染症への対応を見通した更新を行った。 

イ ネットワークシステムの更新については、無線アクセスポイントの拡充や無線Ｌ

ＡＮの帯域増強など、新型コロナウイルスを含めた今後起こり得る感染症への対応

を見通した更新を行った。 

ウ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、遠隔授業や遠隔会議等に対応す

るサービス（Google Workspace for Education Plus-Legacy 及び Zoom）の導入、

学内貸出用端末（ノートＰＣ30 台）の追加購入及び学生貸出用 Wi-Fi ルーター（95

台）の調達を実施した。また、学生が罹患した際に濃厚接触者の特定を行うため、

授業の際の着席状況の把握を実施した。 

(２) 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための予防対策等の実施（【No.44】関係） 

（p.53） 

新型コロナウイルス感染症防止のため、新型コロナウイルス感染症専門家会議が提

言する「新しい生活様式」に基づく、次の取組を実施した。 

ア 感染予防対策として、次のような取組を継続した。 

・ 各建物入口への手指消毒液の配置やＰＣ教室を使用する学生が各自で備品等を

消毒するための消毒用アルコールとペーパータオルの配置 

・ 委託清掃業者による各講義室の定期的な消毒や相談カウンター等の１日複数回

の消毒の実施 

・ 各建物入口に設置したサーモグラフィカメラによる入館者の検温 

・ 定期的な換気やカウンター等への透明パーテーションの設置、椅子等の一部使

用禁止の表示による間引き 

・ 意識啓発のための感染予防啓発ポスターの学内掲示板や教室内への掲示 

イ 学生の新型コロナウイルス感染症の罹患が確認され、学内施設の消毒等が必要と

判断された際に消毒を実施した。 

 



３　項目別の状況

Ⅰ　大学の教育・研究等の質の向上に関する目標

　１　教育に関する目標

　　（2）教育の質の向上等に関する目標

ア　教育内容・方法・成果　

　

　学生の主体的な学修、授業内容の確実な理解を促進するため、多様で効果的な教育方法を展開する。

　学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）に基づいた授業の到達目標を明示し、学修成果を適正に評価する。

イ　教育の実施体制等

(ア)　教育の実施体制の整備

Ⅰ　大学の教育・研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置
１　教育に関する目標を達成するための措置
(2）教育の質の向上等に関する目標を達成するための措置
ア　教育内容・方法・成果
(ア)　教育内容

(ア)　教育内容
　各学部及び研究科の教育研究組織の点検に併せて、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）を
見直し、より体系的な教育課程を編成するとともに、基盤教育と専門教育との連携を図る。

中
期
目
標

№
1

１　初年次教育の充実及び専門教育との連
携を実現するために、情報教育とキャリア
教育の体系的な科目構成を構築する。

２　令和２年度策定した基盤教育学生アン
ケート（仮）を実施し、その結果から基盤
教育の履修状況、また専門分野との関連に
ついて調査し、その結果から、新カリキュ
ラムの基盤教育の課題を明らかにするとと
もに課題解決のための方策を考える。

　定期的に基盤教育科目の検証と
改善を行い、学士課程教育を構成
する要素として、初年次教育や高
年次基盤教育の充実を図るなど、
専門教育との有機的な連携に配慮
した基盤教育課程を構築する。

(ウ)　学修成果

　学生の主体的な学修を支援するため、教職員の適正配置と施設、設備等の教育環境の整備を行う。

１　令和２年度に策定したアセスメント・ポリシーについて、各学部・研究科にお
けるアセスメント実施体制の整備を行うとともに、具体的な達成度評価方法を記載
した実質的なポリシーとなるよう修正・見直しを行い、令和４年度から本格運用す
ることとした。
　学士課程の基盤教育については、アセスメントの結果をまとめ全学に報告した。
［№７再掲］

２　教学マネジメントの一環として、全学的な学修成果可視化のための組織的・シ
ステム的な課題を検討し、令和４年度に「教学ＩＲセンター」を設置することとし
た。

３　令和３年度に設置された教職教育センターについて、教職教育センター会議及
び教職教育運営会議を開催し、教職教育センターに係る予算、年間スケジュール、
教育実習の実施方針、新型コロナウイルス感染症への対応、教職課程履修学生の状
況把握、数学教職課程認定申請経過及び認定についてなど、教職課程の充実に向け
た取組を実施した。

４　計画に加え、ソフトウェア情報学研究科においては、ディプロマ・ポリシーの
実現に向け、学士課程・修士課程を接続した６年一貫教育を想定した令和４年度新
カリキュラムを整備した。

１　令和２年度に各部等で策定したアセス
メント・ポリシーをもとに、必要に応じて
見直しを図りながら、具体的な達成度評価
方法の開発・運用を行う。
［№７再掲］

２　各学部における達成度評価方法の開
発・運用を支援するため、教育支援本部及
び高等教育推進センターにおいて、教学Ｉ
Ｒの体制をつくる。

３　学部・研究科の教職課程の充実を図る
ため、教職教育センターを設置し、運営を
行う。

　人材育成目標を達成するため、
一貫性のとれたディプロマ・ポリ
シー及びカリキュラム・ポリシー
を策定し、ポリシーと連動した体
系的な教育課程を編成するととも
に、定期的な点検・見直しを行
う。

１　次の取組により、初年次教育の充実及び専門教育との連携を図った。
(１)文理融合データサイエンス教育プログラムの導入を決定し、令和４年度から実
施することとした。本プログラムは、四大学部・短期大学部の初年次教育の下で情
報関連基礎科目から各学部の専門科目への連結を図り、基礎から応用的内容に発展
させる構造となっている。
(２)本学におけるキャリア教育で育成する能力を明確にし、各学部等のキャリア教
育科目について整理した。これにより、基盤教育だけでなく専門教育においても初
年次からキャリア教育が継続的に行われていることが明確化され、その内容を入学
案内や履修の手引きに掲載することにより学内外に周知した。

２　基盤教育学生アセスメントを現２年生から４年生まで実施し、結果を報告書に
まとめ、全学に共有した。その結果として、履修者数や成績評価の偏り、高年次履
修者数の少なさ等が課題として挙げられた。これらの課題に対する方策として、履
修者数に偏りがある科目については時間割上の配置を令和４年度から変更するとと
もに、令和４年度以降の入学生向けに高年次開講科目を新たに設けた。さらに、次
期基盤教育課程改正時には科目配分の仕方を見直すこと、教員が自身の成績評価の
在り方を客観的に考察できるようにすることとした。

2

(イ)　教育方法

(イ)　教育力の向上

　学生授業評価等の活用や授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な活動（ファカルティ・ディベロップメント）の充実等により、教員の教育力の
向上を図る。

計画の進行状況等年度計画中期計画
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計画の進行状況等年度計画中期計画

(イ)　教育方法

(ウ)　学修成果

№

5

１　具体的取組の計画について、各学部への照会や他大学の先進事例調査を行った
結果、施設の整備及び人員を確保した上での取組が必要であることが明らかとな
り、引き続き計画を検討していくこととした。

２　他大学の先進事例調査を行い、語学以外のコンテンツとして、アカデミックス
キルに関連するセミナーの事例等を入手した。

１　教育の質向上に向けた教育課題検討部
会において策定した補充的教育・発展的教
育の方針を基に、その実現のための学内体
制を検討し、具体的取組の計画を立てる。

２　語学以外の補充的教育・発展的教育の
コンテンツの検討のため、他大学の先進事
例を調査する。
※　令和２年度教育の質向上に向けた教育
課題検討部会において、補習教育・補充教
育の定義の見直しを行い、取組を推進する
上での呼称をそれぞれ「補充的教育」「発
展的教育」に改めた。

　授業内容の確実な理解を図るた
め、全学的な方針を定め、充分な
基礎学力を身に付ける補習教育
と、学生の学修目標に応じて主体
的な学修の機会を提供する補充教
育を推進する。

4

１　令和元年度及び令和２年度「いわて創造学習Ⅱ」既履修者のうち６人をＳＡと
して採用し、「いわて創造学習Ⅰ」に１人、「いわて創造学習Ⅱ」に５人を配置し
た。特に「いわて創造学習Ⅱ」ではグループごとにＳＡ１人を担当者として付け、
各グループの進捗状況の確認や困っていることへの助言を柔軟に行うなど、きめ細
かな授業を実現した。また、副専攻教育の安定的運営に協力する「地域副専攻サ
ポーター」制度を創設し、「いわて創造士」の称号を持つ令和３年度卒業生３人を
登録した。

２　地域志向専門教育科目の授業内容や実施方法について各学部において見直しを
行い、科目の新設や既存科目のシラバスの修正などを進め、地域志向教育の充実を
図った。

１　副専攻の安定的な運営のため、「いわ
て創造学習」既履修者をスチューデントア
シスタント（ＳＡ）として活用する。
また、副専攻修了者・地元就職者の副専攻
教育への協力の在り方を検討し、試行す
る。
※　スチューデントアシスタント：授業を
補助する学生

２　地域志向専門教育科目の授業内容や実
施方法について、各学部において検討・改
善を行う。

　地域の課題解決の中心的役割を
担うべき人材を育成するため、
「地域」をテーマとして学部横断
的に学ぶ副専攻「いわて創造教育
プログラム」や各学部の専門を生
かした地域志向教育を充実させ
る。

3

6

　これまでの形態重視（グループワーク等）の能動的学習の捉え方ではなく、具体
的な学修目標を示し、教育効果を重視した教授方法の工夫（能動的学修）を可視化
する手段として、授業アンケート及びシラバスの内容の見直しについて検討を行っ
た。その結果、具体的な見直し内容等、改正案の策定にはなお引き続き全学的な調
整が必要と判断し、令和４年度に継続して検討することとした。

　能動的学習に係るこれまでの実施状況の
調査を踏まえ、能動的学習の実施効果を検
証するため、学生の学修態度や学修成果に
焦点を当てた調査方法を検討する。

　課題解決型授業や演習・実習の
充実などにより、学生自らが目的
意識を持って授業に参加できる能
動的学習を推進する。

　教育内容・教育方法を学生に明確に周知するため、新たなWebポータルシステム
の導入に合わせてシラバスの内容の充実を図ることとし、「授業の位置付け」の欄
にディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーと授業との関連付けの記載を
進めた。記載状況を確認した結果、記載されている割合が97.7％に上昇（令和２年
度95.9％）し、改善が進んだことが確認された。
　

　各学部・研究科等のディプロマ・ポリ
シー及びカリキュラム・ポリシーに関連づ
け、学生に教育内容・教育方法を明確に周
知できるシラバスの充実を目指し改善す
る。

　各学部・研究科のディプロマ・
ポリシー及びカリキュラム・ポリ
シーに基づいた教育課程を実行す
るため、現行の教育方法と新たな
教育方法を効果的に組み合わせな
がら科目または科目群の特性に応
じた適切な教育方法を構成する。

№
　各学部・研究科の教育課程にお
ける学修成果の評価基準を明確に
するとともに、成績評価をディプ
ロマ・ポリシーに基づいた学修成
果の到達度評価として活用する方
法を整備し、運用する。

7 １　令和２年度に策定したアセスメント・ポリシーについて、各学部・研究科にお
けるアセスメント実施体制の整備を行うとともに、具体的な達成度評価方法を記載
した実質的なポリシーとなるよう修正・見直しを行い、令和４年度から本格運用す
ることとした。
　学士課程の基盤教育については、アセスメントの結果をまとめ全学に報告した。

２　学修成果に関するアンケートの実施について、教育の質向上に向けた教育課題
検討部会において協議し、GPS-Academicを活用する案が了承された。回答率に対す
る懸念やアンケート結果の学生へのフィードバック方法等に課題があることから、
実施方法等については、令和４年度も引き続き検討を行う。

１　令和２年度、各学部等で策定したアセ
スメント・ポリシーをもとに、必要に応じ
て見直しを図りながら、具体的な達成度評
価方法の開発・運用を行う。

２　学生に対する新たな「学修成果に関す
るアンケート」実施に向けて、具体的方法
及び設問項目を検討し決定する。
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計画の進行状況等年度計画中期計画

イ　教育の実施体制等
(ア)　教育の実施体制の整備

(イ)　教育力の向上

№

　体系的な全学ＦＤ（ファカル
ティ・ディベロップメント）体制
を構築するとともに、各学部の特
性やニーズに応じた組織的なＦＤ
活動を推進し、教員の教育力の向
上と実質的な授業内容・方法の改
善を図る。

9

8

№

１　各学部・研究科等において、新カリキュラムや学部の中長期的展望を踏まえた
教員の新規採用を行うなど、カリキュラムに対応した適正な教員の配置を進めた。

２　令和２年度に実施した制度の活用調査結果を踏まえ、多様な授業形態に対応で
きる柔軟な運用を可能にするため、教育アシスタント制度実施要領の一部を改正
し、令和３年度から施行した。教育アシスタント制度の各種統計データの収集、分
析により、雇用者数や活用している科目の増加等、制度が活発に利用されているこ
とを確認できた。このことから、授業運営や学生の学習を促進し、効果的に支援す
ることにつながっていると推察される。

３　学生の主体的な学習を全学的に醸成する場として、文化交流スペース
「Stella」の整備（備品や関係雑誌の設置等）を行った。また、英会話交流のイベ
ントや留学生オリエンテーション等を開催するなど、利用促進のための取組を行っ
た。
　さらに、ＢＹＯＤ（bring your own device）への対応として、講義室（共通講
義棟、学部棟）のWi-Fiアクセスポイントの増設、メディアセンターの電源コンセ
ントの増設に加え、共通講義棟ラウンジロビー（３Ｆ）及びエントランスホール
（１Ｆ）への自習用の机、椅子の設置を行った。

４　コロナ禍における円滑な授業運営を実施するため、遠隔授業及びＬＭＳの利活
用を支援した。また、学生を支援するためノートパソコン貸与制度を整備した。

５　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、遠隔授業や遠隔会議等に対応
するサービス（Google Workspace for Education Plus-Legacy及びZoom）の導入、
学内貸出用端末（ノートＰＣ30台）の追加購入及び学生貸出用Wi-Fiルーター（95
台）の調達を実施した。また、学生が罹患した際に濃厚接触者の特定を行うため、
授業の際の着席状況の把握を実施した。
［№42-５-１再掲］

１　各学部・研究科等において、カリキュ
ラムに対応した適正な教員の配置を進め
る。

２　教育アシスタント制度を活用し、授業
運営や学生の学習を効果的に支援する。

３　学生が主体的に学習できる空間を整備
するため、学内施設を活用した教育環境の
整備を推進する。

４　教育的課題を把握し、教育環境の整備
に、臨機応変に対応する。

５　新型コロナウイルス感染症の拡大に迅
速に対応するため、令和２年度に整備した
遠隔授業システムを継続して準備するとと
もに、遠隔授業と対面授業の同時実施にも
対応する環境を整備する。
［№42-５再掲］

　各学部・研究科の教育課程に対
応した教員の適正な配置と教育ア
シスタント制度の活用などによる
効果的な学習支援体制を構築する
とともに、能動的学習に対応した
教室や学習空間など、最適な教育
環境の整備を計画的に実施する。

　全学ＦＤ・ＳＤプログラム第２回高等教育セミナーを「ＩＣＴを活用した教育方
法の可能性」というテーマで開催し、67人の教職員が参加した。ＩＣＴ教育を積極
的に取り入れている教員を講師とし、実際に本学の授業で取り入れているＩＣＴ教
育を全学的に共有した。

　令和２年度に実施した「遠隔授業に関す
る学生アンケート」の結果を踏まえて、Ｆ
Ｄセミナーを開催し、教育におけるＩＣＴ
の活用について全学で共有する。
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Ⅰ　大学の教育・研究等の質の向上に関する目標

　１　教育に関する目標

　　（3）国際的視野の涵養に関する目標

　

Ⅰ　大学の教育・研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置
１　教育に関する目標を達成するための措置
（3）国際的視野の涵養に関する目標を達成するための措置

１　新型コロナウイルス感染症の想定以上の感染拡大により教員
の現地視察を中止とせざるを得なかったため、「国際教養教育プ
ログラム」関連科目である「国際演習Ａ」は開講できなかった
が、計画どおり、国内で行う「国際演習Ｂ」の内容を充実させ
た。また、看護学部、社会福祉学部及び盛岡短期大学部では、海
外大学とのオンライン学習を実施した。

２　新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響により、実際
に海外研修を行うことはできなかったが、海外留学支援奨励金募
集要項及び募集スケジュールを整備の上、国際交流推進委員会へ
報告し、学生の海外派遣促進を行うための支援策を整え、運用で
きるようにした。

３－１　学生生活における多文化理解の増進を図るため、次のと
おり国際交流イベントを実施した。
(１)在住外国人による母国文化紹介　後期１回　参加者数　22人
(２)多文化理解講演会　後期１回　参加者数　26人
(３)英会話交流事業「English Time」
　　　滝沢キャンパス：（前期）全14回　参加者数　延べ26人
　　　　　　　　　　　（後期）全４回　参加者数　延べ13人
　　　宮古キャンパス：（前期）全２回　参加者数　６人
　　　　　　　　　　　（後期）全２回　参加者数　６人
３－２　多文化理解や多言語学習に着目した学習環境の整備及び
留学生と日本人学生の交流促進を目的として設置した文化交流ス
ペース「Stella」の運用を開始し、留学生オリエンテーション
（６月）や国際交流イベント等（上記３－１(１)(３)）を実施し
た。

１　コミュニケーション能力の育成
のため、「国際教養教育プログラ
ム」関連科目を開講するとともに、
新型コロナウイルス感染症の影響を
踏まえ、オンライン学習や教員の海
外調査による現地情報の提供などに
より、異文化体験・異文化交流を展
開する。

２　学生の海外派遣促進に向けた支
援策「海外留学支援奨励金事業」の
運用を開始する。

３　学内における国際交流イベント
を継続して行うとともに、日常的な
国際交流の実現に向けて、国際交流
スペースの運用を開始する。

中
期
目
標

中期計画

　グローバルな視点を
持った人材に求められ
る語学力、コミュニ
ケーション能力、多文
化に対する理解力を高
めるため、基盤教育科
目と専門科目を体系的
に編成する。
また、学生の主体的・
積極的な国際交流活動
を支援するため、海外
研修や学内における留
学生との交流機会を拡
充する。

  コミュニケーション能力の育成や多文化理解の促進に向けた教育内容を充実するとともに、多様な国際交流活動を展開す
る。

年度計画

10

計画の進行状況等

№
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Ⅰ　大学の教育・研究等の質の向上に関する目標

　１　教育に関する目標

　　（4）入学者の受入れに関する目標

　

Ⅰ　大学の教育・研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置
１　教育に関する目標を達成するための措置
（4）入学者の受入れに関する目標を達成するための措置
№

中
期
目
標

  入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）により求める学生像を明確にし、高等学校等との連携のもと、向学心旺
盛で、岩手県立大学で学ぶにふさわしい資質と能力を備えた多様な入学者を確保する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

12 １　ＩＣＴを活用しながら高校訪問
や入試相談会、学生広報団体（キャ
ンパス・アテンダント）による広報
活動や、学部の特色を生かした志願
者確保に取り組む。また、入学者選
抜検討作業部会において、志願者動
向や入試結果を評価し、入学者選抜
方法の改善や志願者確保につなげ
る。

２　研究科及び編入学の定員充足に
向けて、各学部・研究科で学内外に
向けた情報提供活動に取り組むとと
もに、入学者選抜検討会議において
取組状況を共有する。

１－１　高校訪問は、新型コロナウイルス感染症対策のため県内
を対象に実施し、県外の高校向けにオンラインによる相談会を開
催して、志願状況や各学部の入試の特徴等の説明を行った。
　入試相談会や学生による相談は、対面式に加えてオンラインで
も実施し、高校生の進学意欲喚起及び不安の解消につなげた。
　入試説明会やサマーセミナーを開催し、本学の魅力や学部の学
びの特徴等を高校生や保護者に伝えた。
１－２　共通作題の導入に向けて、入学者選抜検討作業部会にお
いて、選抜区分ごとの学生の英語成績の比較等を行い、導入する
選抜区分を検討した。
　また、入学者選抜試検討会議において志願者確保に係る各学部
の取組状況を共有し、共通作題導入に向けて令和４年４月以降も
継続的に取り組むこととした。

２　各学部・研究科において対面式やオンラインによる説明会・
相談会を開催し、看護学研究科前期課程とソフトウェア情報学研
究科前期課程における入学定員の充足や、看護学部への編入学者
の増等志願者の確保につなげた。
　なお、各学部・研究科の取組状況や課題について、入学者選抜
試験検討会議において情報共有した。

１－１　アドミッション・ポリシーを効果的に周知するため、学
生募集要項と別冊としていたアドミッション・ポリシーを要項本
体の冒頭に掲載した。また、入学案内にも明記し、説明会等で配
布した。
１－２　研究科においては、求める学生像及び選抜方法の方針を
明確にするため研究科アドミッション・ポリシーの改定を行っ
た。

２　盛岡短期大学部一般選抜と大学院２次募集の同日実施による
入試日程の見直しや、インターネット出願導入による出願手続き
の効率化など体制の整備を進めた。また、入試検討作業部会で全
学的な共通作題について検討し、利用希望の多い入試区分と分野
で順次導入する方向性とし、後日、入試検討会議で了承された。

３　入学者選抜試験検討会議において、各学部・研究科の志願者
確保の取組等、評価の認識を共有した。また、これまでの選抜の
評価を踏まえ、社会福祉学部での総合型選抜の見直し、総合政策
学部で編入学入試の配点の見直しをそれぞれ行うに至った。

１　アドミッション・ポリシーを効
果的に周知するため、学生募集要
項、入学案内等を見直して配付す
る。

２　入試改革に対応するため、入試
日程の見直しや出願手続きの効率化
など体制の整備を進めるとともに、
学部共通の課題等について、入学者
選抜検討作業部会で検討し、作題や
選抜方法等の方針を定める。

３　入試制度に対する各学部・研究
科等の評価を把握しながら検証・改
善に取り組む。

　求める学生像、入学
選抜の在り方をアド
ミッション・ポリシー
として明確化し、それ
に基づいた多様な入学
者選抜試験を実施する
とともに、入試制度の
検証・改善を図る。

11

　志願者の動向を分析
し、より効果的な志願
者確保の取組を行うこ
とにより、各課程にお
ける入学定員の充足を
図る。
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中期計画 年度計画 計画の進行状況等

１　校長協会との懇談会や高大接続委員会において、本学の高大
連携事業や入試に関して、高等学校の学習指導要領の改訂に伴い
導入された探究学習をテーマとして意見交換を行い、今後の本学
の高大連携の関わり方について検討をした。また、高等学校教員
を対象とした大学説明会（大学見学を含む）を２回、高校生対象
の大学見学を32校に対して実施したほか、岩手県内の高等学校等
86校を春夏２回訪問し、本学の入試情報を提供しつつ、意見交換
を行った。

２　出張講義や大学見学は、対面式に加え、オンラインで実施し
たほか、サマーセミナーはオンラインでの実施や特設サイトでの
動画配信など、コロナ禍の中でも、本学の学びに触れる機会を提
供した。
　また、高校側の要望に応じて探究学習の支援を高大連携事業の
メニューに取り入れた。なお、学部と高等学校との個別連携事業
については、新たな高校との連携協定を締結するなど、取組を推
進した。

３　入学前教育について、入学後の学びを実感できる学外サービ
スを利用したｅ－ラーニングやＤＶＤ教材等による入学前教育を
実施した。その効果を検証するために入学前教育アンケートを行
い、結果（利便性が向上された、課題の量・難易度が適切であっ
た）を各学部と共有して、入学後の指導に活用している。また、
オンラインでのグループワークや対面式の入学前セミナーを実施
し、参加者同士の交流を図った。

１　県高等学校長協会との懇談会や
高校教員と本学の教職員で構成する
高大接続委員会、高等学校教員を対
象とした大学見学会を開催するとと
もに、高等学校を訪問し意見交換を
行う。

２　高大連携事業に参加した高校生
等のアンケートの結果や高等学校か
らの意見等を反映しながら、大学で
の学びの理解を深める取組（出張講
義、授業見学等）を実施する。ま
た、学部等と高等学校との個別連携
事業を実施する。

３　これまでの入学前教育の効果検
証を共有しながら取組を拡充する。

　高等学校等と緊密な
連携のもと、高校生に
対し大学での学修内容
への興味や進学意欲を
高める高大連携の取組
を推進する。

13
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Ⅰ　大学の教育・研究等の質の向上に関する目標

　１　教育に関する目標

　　（5）学生への支援に関する目標

ア　学修支援・生活支援

イ　進路支援

　

Ⅰ　大学の教育・研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置
１　教育に関する目標を達成するための措置
（5）学生への支援に関する目標
ア　学修支援・生活支援

中
期
目
標

  多様な学生が安心して学生生活を送ることができるよう、学修支援と生活支援の充実を図る。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

　学生のキャリア意識を啓発し、就業力を育成するとともに、それぞれの学生個々の意向に沿った進路へと進むことができるよう
に、きめ細かな就職・進学支援を行う。
　高い就職率を維持するとともに、地域社会と連携し、学生の県内就職の促進を図る。

№
１－１　相談内容に応じて専門の相談窓口につなぐなど、学生から
の相談に適切に対応した。特に経済不安等の生活課題を抱える学生
についてはソーシャルワーカーによる相談窓口につなぎ、制度を積
極的に周知するとともに有効活用した。（利用件数：９件）
１－２　国の修学支援新制度、本学独自の授業料減免制度（一
般）、独自の授業料減免制度（震災）の３つの制度について学生に
周知を図り、延べ969人、235,376千円の授業料を減免した。また、
本学独自の奨学金である学業奨励金の通常枠に新たに20人を追加採
用し、計65人に貸与を行った。

２　課外活動を活性化するため、後援会と連携し、学生会へ活動支
援費（4,750千円）を配分する等の経済的な支援を行い、各団体等
の支出が適正に行われているか会計の確認を行った。学生会向けの
会計指導等の研修会を予定していたが、新型コロナウイルス感染症
拡大の影響で開催することができなかったことから、学生団体連合
会の業務が学生間で適切に引き継がれるような体制づくりの指導を
強化した。

３　授業と連携した情報検索講習を開催するとともに、図書担当者
連絡調整会議等を通して学部や教員と連携し、次期（令和５～７年
度）コアジャーナル（本学の学修、教育、研究に必要な学術雑誌、
データベース等）の選定に係る検討や、選書及び除籍を実施した。
（講習回数：18回、参加者：延べ670人）

４－１　学生図書活動団体（ライブラリー・アテンダント）と協働
し蔵書を紹介する企画展を実施したことに加えて、ＳＮＳを活用し
た広報活動や利用案内を行うことで、学生の主体的な学修の機会を
提供した。（企画展開催：25回）また、「学び合い文化創造事業」
と連携し、学生同士の学び合いを目的とした本の紹介イベント及び
トークイベントを各１回実施した。（トークイベント参加者：17
人）
４－２　ライブラリー・アテンダントの活動の質や能力の向上を図
るため、館内利用案内のワークショップや図書館ホームページを活
用した情報検索方法の理解度チェックを実施した。

５　ソフトウェア情報学部において、学生データベース設計・運用
体制を整えるとともに、業務効率化のため学生面談記録システムの
仕様の修正を行いながら、学生支援室からも学生の状況を閲覧でき
る仕組みとし、連携強化を図った。

６　計画に加え、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ実
施された文部科学省の学生等の学びを継続するための緊急給付金事
業において、一次155人、二次91人、三次４人の推薦手続を実施し
た。（このほか推薦不要の給付奨学金受給者363人）

１　新型コロナウイルス感染症の影響
に留意しつつ、学生からの各種相談に
適切に対応するとともに、経済不安等
の生活課題を抱える学生に対する相談
窓口制度の周知を強化する。また、授
業料減免制度や学業奨励金制度の周知
を図りつつ、学生の生活支援に取り組
む。

２　後援会との連携による課外活動へ
の経済的支援や活動活性化に向けた支
援を継続実施するとともに、学生会の
適正な運営を目的とした研修会、定期
的な会計指導及び継続的な体制づくり
に向けた指導等を継続実施する。

３　学部等の教員と連携し、図書館機
能を活用した情報検索講習等を開催す
るとともに、学生の利用動向を踏まえ
た学術雑誌等の整備検討や選書及び除
籍を実施する。

４　学生図書活動団体（ライブラ
リー・アテンダント）と協働で企画展
示やＳＮＳを活用した利用案内を実施
するほか、他の事業との連携により、
学生同士が学び合うイベント等を課外
で実施し、学生の主体的な学修の機会
を提供する。また、活動の質の向上を
図るため、活動及び研修内容の整理や
見直しを行う。

５　ソフトウェア情報学部において、
学生に対する効果的な支援を行うた
め、学生面談WEBシステムの安定運用
及び利便性向上に向けた改善を行うと
ともに、業務効率化及び関連部局との
連携の強化を図る。また、学生データ
ベースの機能拡張、学生面談WEBシス
テムとの連携強化等を図る。

　一人ひとりの学生が、
安心かつ充実した学生生
活を送ることができるよ
う、経済的な支援制度
や、後援会と連携した課
外活動の支援を強化する
とともに、学生の主体的
学修を支援するため、図
書資料の充実やラーニン
グ・コモンズ（学生の多
様な学習活動を可能にす
る場）機能の利用促進を
図る。

14
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中期計画 年度計画 計画の進行状況等

イ　進路支援

16
№

　各学部と各本部が連携
し、アセスメント（学生
個々のリテラシー及びコ
ンピテンシーを測る評価
テスト）の結果に基づく
学生の強み・弱みの分析
結果を踏まえながら、
キャリア教育やインター
ンシップ等を通して確実
な就業力の育成を図ると
ともに、個々の学生の希
望に沿った就職・進学の
支援を行う。

１　キャリア地域学習やキャリアデザ
イン等のキャリア教育科目において、
アセスメントの結果及び令和２年度の
実施結果を踏まえ、本学学生の課題に
応じた内容に改善し、授業を実施す
る。

２　アセスメントの結果に基づく学生
の強み・弱みを踏まえた内容のイン
ターンシップとなるよう、企業を対象
としてアセスメントについて理解を深
める内容を盛り込むインターンシップ
セミナーを実施する。

３　新型コロナウイルス感染症の影響
に留意しつつ、個々の学生の希望に
沿った支援を行うため、リモートでの
就職活動等の内容を盛り込んだ就職ガ
イダンスを実施する。また、新たに作
成した就職支援の手引き及びアセスメ
ントの結果も踏まえて作成した就職活
動ロードマップを活用するとともに、
変化する社会情勢に対応して就職支援
体制を強化する。

４　公務員志望者が希望に沿った進路
へ進めるよう、公務員試験対策講座を
開講するとともに、公務員試験対策の
窓口を設置する。また、採用者側の視
点に立った指導を行うため、自治体で
の採用を経験したことがある自治体Ｏ
Ｂ・ＯＧによる模擬面接や模擬集団討
論を実施する。

５　各学部において、就業力の育成や
就職支援のため、キャリア教育やセミ
ナーを実施する。

１　キャリア地域学習及び各学部のキャリア教育科目において、Ｐ
ＲＯＧテストや職業レディネステスト等の外部アセスメント（客観
的評価）及び授業独自のルーブリック等の内部アセスメント（自己
評価）を活用した。その結果、本学学生は対人、対外場面での能力
発揮に弱い傾向にあることが把握されたことから、アウトプット重
視のアクティブラーニングになるよう授業内容を改善して実施し
た。

２　学生の強み・弱みを踏まえ、就業力を高めるための効果的なイ
ンターンシップの実施を促すため、新型コロナウイルス感染症の影
響下においても実施可能なオンラインプログラムによる先進事例紹
介などを盛り込んだインターンシップセミナー「インターンシップ
専門人材育成研修会」を実施した。（参加企業　39社）

３　就職ガイダンスについては、各学部教員と協議を行った上で調
整を図り、学部ごとに学生が参加しやすい時間に開催した。ガイダ
ンスの内容は、学部の特性に配慮するとともに、オンラインによる
就職活動に役立つ内容を含んで実施した。加えて、学生が自ら行動
し希望に沿った進路選択ができるよう、「就職活動ロードマップ」
を活用し、説明を行った。
　また、就職支援体制を強化するため、就職相談の件数が増加する
繁忙期に、進路相談対応を専門的に担うキャリアコンサルタントを
外部から招聘し、より多くの学生相談に対応した。

４　公務員試験対策講座の開講及び窓口の設置は継続して実施した
ほか、自治体での採用業務経験のある職員ＯＢを講師として招き、
面接対策や、公務員について深く知るための講座、対策のイロハ等
をテーマとした講座を計５回開催した（参加者数　延べ138人）。

５　各学部において、就業力の育成や就職支援を目的としたキャリ
ア教育やセミナーを実施した。そのうち、特徴的な学部独自の取組
は以下のとおり。
【看護学部】
　１～３年生を対象とし、県内の看護実践者や卒業生による講演、
就職に関する基礎知識や活動方法、国家試験対策等の内容のキャリ
アセミナーをオンデマンド形式で学生に配信した。また、同様にそ
の保護者を対象としたセミナーも併せて実施した。
【盛岡短期大学部】
　学部必修の授業の中で、就業力の自己評価、業界・企業研究、外
部講師による講話（ハラスメントや労働法）等を実施した。

15 　各学部と関係本部が連
携のうえ、障がいや困難
を抱える学生に対して、
合理的配慮や学生サポー
トサロンによる個別相談
等の支援を充実させる。

１　相談方法の多様化を図るため、オ
ンライン相談の課題及び枠組について
検討する。

２　障がい等のある学生に対する個別
相談対応及び合理的配慮の調整を適切
に実施する。

３　相談対応に係る連携強化を図るた
め、学生サポートサロン、健康サポー
トセンター等によるケース共有会議を
継続実施する。

４　ＬＧＢＴ（性的マイノリティ）に
係る学生の支援策等について、全学的
な検討を進め、相談窓口を設置する。

１　現在、相談対応については対面のほか電話・メールでの相談に
応じているが、加えてオンライン相談の導入に向けて、遠方に居住
する学生から個別に相談依頼があった際に試行実施した。試行実施
の結果、録音・録画の禁止や使用回線の費用、及び回線接続が途切
れた際の対応等のルールを定める必要があること等の課題が判明し
たため、検討を継続することとした。

２－１　障がい等のある学生からの個別相談に対応するとともに、
学部等との連携の下、学生の障がい等の状態に応じた合理的配慮を
実施した（相談対応延べ約450件、合理的配慮の実施延べ約140
件）。
２－２　特に令和３年度は、本学で初めて重度心身障がいのある聴
講生を受け入れ、学業及び学内生活等に関する必要な配慮を実施し
た。

３－１　学生サポートサロン、健康サポートセンター等によるケー
ス共有会議を開催し、対応が困難な事例や連携が必要なケースにつ
いて共有の上、意見交換を行った（計７回開催）。
３－２　心理相談専門員、兼任相談員（教員）及び管理職等によ
り、学生相談に係る情報交換会を実施し、情報共有の在り方等につ
いて意見交換や、研修を行った。

４　ＬＧＢＴ等に係る学生支援のあり方について全学的な検討を行
うため、「ＬＧＢＴ等に係る学生支援のあり方検討ワーキンググ
ループ」を設置し、課題や支援策等について協議を行った。（計２
回開催）
　相談窓口の設置については、新型コロナウイルス感染症拡大の影
響により、他大学視察に替え、ＬＧＢＴに係る他大学のオンライン
セミナーを受講した。
　なお、ワーキンググループで、相談窓口の設置等体制整備も含め
たガイドラインの策定は慎重にすべきとの意見もあり、令和４年度
も継続して検討することとなった。。
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中期計画 年度計画 計画の進行状況等

１　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、就職関係
イベントの多くが中止となったが、キャリア教育科目の履修学生に
参加を促した結果、岩手県が主催する、岩手県にＵ・Ｉターンした
方を講師とした「出張いわてネクストジェネレーショントークセッ
ション2021」に、本学学生74人が参加した。

２　キャリア地域学習では、当初予定していた地域企業での就労体
験は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止となったが、
岩手県中小企業団体中央会が主催するオンライン企業見学会に履修
者（15人）が参加した。また、ジョブカフェいわての協力の下、県
内民間企業等計15社が参加し、１～３年生を対象とした業界研究セ
ミナーを実施した。
　参加者数　計92人
　（内訳）四大学部：１年17人、２年３人、３年61人、
　　　　　盛岡短期大学部：１年10人、
　　　　　博士前期課程：１年１人

３　県内自治体主催の「地域志向型インターンシップ」は、オンラ
インでの実施となったが、夏季及び春季それぞれ１つの自治体で開
催され、１人の学生が参加した。また、「インターンシップin東
北」は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により夏季は中止と
なったが、春季はオンライン開催の実現により、14人の学生が参加
した。

４　各学部において、県内関連機関と連携し、意見交換やフォーラ
ム等の行事を実施した。そのうち、特徴的な学部独自の取組は以下
のとおり。
【看護学部】
　岩手県保健福祉部医療政策室との連携を継続し、「いわて看護就
職・進学オンライン説明会」の学内での広報を行ったほか、岩手県
医療局との意見交換会を2回実施した。
【ソフトウェア情報学部】
　岩手県盛岡広域振興局や岩手県情報サービス産業協会と連携し、
オンラインで「いわて業界研究セミナー」を開催した。
【宮古短期大学部】
　岩手県やジョブカフェいわてと連携し、県内企業９社を招き、オ
ンライン形式で企業・業界研究会を実施した。

17 　関係団体との連携のも
と、学生の県内企業への
理解を深化する取組を強
化し、県内就職の促進を
図る。

１　岩手県やいわてで働こう推進協議
会、ジョブカフェいわてや県内経済団
体などの関連機関と連携し、これらの
機関が実施する学生の県内企業の理解
を深めるためのイベントに参画し、学
生の参加を促進する。

２　学生の県内就職を促進するため、
キャリア地域学習や業界研究セミナー
の実施など、１・２年次から県内企業
研究の機会を設ける。

３　地域での生活を体験する県内自治
体主催の「地域志向型インターンシッ
プ」や県内企業が中心の「インターン
シップin東北」におけるインターン
シップへの学生の参加を促進する。

４　各学部において、学部ごとに県内
関連機関と連携し、意見交換やフォー
ラム等の行事を実施する。
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Ⅰ　大学の教育・研究等の質の向上に関する目標

　２　研究に関する目標

　　（1）研究の水準及び研究成果に関する目標

　　教養教育の一層の充実を図るため、効果的な実施体制を整備するほか、「知の創造・交流拠点」として民間企業など学外専門家の

　積極的な活用を図るとともに、学部と短期大学部間の教員の相互交流を一層促進します｡

Ⅰ　大学の教育・研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置
２　研究に関する目標を達成するための措置
（1）研究の水準及び研究成果に関する目標を達成するための措置

18

中
期
目
標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

　独創的で先進的な研究や地域の課題解決や発展に資する研究を推進し、その研究成果を積極的に国内外に発信するとと
もに、研究の水準の向上を図る。

№
１　地域ニーズに対応した県内自治体、企業等との共同研究等
を推進するため、コーディネーターが中心となり、各学部等と
連携して、ニーズ把握と分析、学内シーズとの的確なマッチン
グに努め、また、各学部等においても、地域協働研究をはじめ
とした地域課題解決を企図した研究の推進に努め、多くの共
同・受託研究を進めたほか、県内自治体等との連携基盤の構築
も進めた。
・各学部等の研究シーズを把握し、学内外におけるプロジェク
ト研究を推進するため、コーディネーター等が企業訪問を行っ
たほか、各種セミナー等に積極的に参加した。（自治体・企業
等との面談　延べ143件　［うち教員とのマッチング81件］、
セミナー等の参加　73回）
・県内自治体・企業等との共同研究を実施した。（47件［うち
地域政策研究センターの地域協働研究37件］）
・県内自治体・企業等との受託研究を実施した。（６件）
・矢巾町と地域活性化を目的とした包括的連携協定を締結し
た。

２　高度専門人材の育成や持続可能な地域社会の実現に向け、
県や盛岡市等と連携して次の取組を行った。
・盛岡市職員の新たな政策立案と新たな政策形成能力の向上を
目的として、２人の市職員を共同研究員として受け入れ、共同
研究を行った。平成31年４月から２年間受け入れた共同研究員
による調査研究が、第12回都市調査研究グランプリ（CR-1グラ
ンプリ）政策基礎部門優秀賞を受賞した。
・平成31年４月に岩手県と締結した「北いわての地域課題の解
決及び産業振興に向けた連携協力協定」に基づき取組を進めて
いる北いわて産業・社会革新ゾーンプロジェクトについて、地
域連携コーディネーター及び産業技術支援アドバイザー各１人
を令和２年度に引き続き配置したほか、北いわて地域を対象と
した地域協働研究を９件、北いわて・三陸地域活性化推進研究
を６件、関連した戦略的研究プロジェクト３件、県からの受託
研究３件、受託事業１件を実施するなど、県と連携して推進
し、北いわて地域を対象とした研究活動等がより一層進められ
た。
・また、同プロジェクトについて、幅広い分野で柔軟に産学官
が連携しながら推進していくため令和４年２月に設立された新
たな産学官連携組織「北いわて産業・社会革新推進コンソーシ
アム」に県との共同事務局として運営に参画するとともに、設
立総会と同日開催されたシンポジウムで本学の取組について事
例発表するなど、本学の取組の情報発信に取り組んだ。

３　知識・技術共創エコシステムの構築に向け、次の取組を
行った。
　令和３年度新たに「コンバージェンス＠いわてイノベ」を実
施し、キックオフ・イベントや全体交流会を開催したほか、分
科交流会の活動も展開し、本学教職員・学生等と滝沢市IPUイ
ノベーションセンター入居企業等との連携交流に取り組んだ。

１　県内自治体や企業等の地域
ニーズを把握、分析し、学内シー
ズとのマッチングを進め、地域協
働研究等の共同・受託研究の増加
に取り組む。

２　県内自治体と協働して、高度
専門人材の育成や持続可能な地域
社会の実現に向けた調査研究に取
り組む。

３　知識・技術共創エコシステム
の構築に向け、滝沢市ＩＰＵイノ
ベーションセンター入居企業群と
連携した共同研究の推進に取り組
む。

　県内自治体や企業等
と連携し、「まちづく
り」に関する共同研究
や高度専門人材の育成
に資する研究など、地
域ニーズに応じた実践
的な研究を推進する。
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中期計画 年度計画 計画の進行状況等

19

１　学術研究交流の機会を増やし、研究水準の向上を図るた
め、学会開催や学会発表・参加を資金面で支援した。また、そ
れらの支援制度について、研究費コンプライアンス研修などの
機会を捉えて周知を行い、制度の活用を促した。
・学会等開催助成　５件（R2：４件）
・学会発表旅費支援　５件［国外０件・国内５件］（R2：７件
［国外０件・国内７件］）
・学会参加旅費支援　１件［国内のみ］（R2：12件）
・論文投稿（掲載）料　11件 （R2：11件）
・研究補助者賃金　２件（R2：１件）

２　外部研究資金の応募（申請）・採択件数を増やすため、次
の取組を行った。
・科研費採択率向上支援チームによる研究計画調書の事前
チェックの開始時期を４月に前倒しし、研究者へのフィード
バックを複数回行った。
・新たに看護学部からチーム員を迎え支援体制の強化を図っ
た。
・研究者から同意を得られた、採択課題に係る研究計画調書を
開示する取組を新たに行い、「採択される研究計画調書」の作
成を支援した。
・支援策を拡充したことにより、科研費の応募（申請）件数が
令和２年度の106件から108件に、同じく採択件数が18件から20
件にそれぞれ増加した（採択率は34.8％から38.1％に上昇）。
［№21-２再掲］

１　学内外の研究者との学術交流
と研究成果の発信を促進するた
め、学会開催、学会発表、学会参
加、論文投稿（掲載）及び英文校
正等の経費を助成する。

２　外部研究資金の応募（申
請）・採択件数を増やすため、科
研費採択率向上支援チームによる
助言等により、申請書のブラッ
シュアップを行う。
［№21-２再掲］

　研究の水準を向上さ
せるため、独創的で先
進的な研究に学内外の
研究者と共同で取り組
み、学術研究交流を活
発化させるとともに、
研究成果の学会発表等
を支援し、発信の機会
を増やす。
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１　研究成果を幅広く発信し、その活用を促進するため、次の
取組を行った。
・研究者情報システムの研究業績の更新、機関リポジトリや
ホームページへの掲載等を促進する取組を各学部等で進めたほ
か、プレスリリースを随時実施した。
・新型コロナウィルス感染症の影響により大半の展示会がオン
ライン開催となったことで、現状のオンラインでの開催形態で
は出展効果を低いと感じる教員からの参加見合せにより出展を
見送ることが多く、リアル開催を中心に出展し、研究成果の発
信を行った(計画15件→実績７件/年)。

２　広報対象毎に広報媒体を選択し、訴求力のある広報活動を
展開した。
　高校生に対しては、新型コロナウイルス感染症の影響により
中止となった対面型イベントの代替としてWeb版オープンキャ
ンパスを開設し、高校生向けのコンテンツとして本学学生が制
作した動画を７月から８月にかけて定期的に掲載したほか、イ
ンターネット広告により本学ホームページへの誘導を図った。
また、学生生活や、社会で活躍する卒業生の姿を紹介する大学
紹介動画をYouTubeに掲載するとともに、ＳＮＳにより随時情
報を発信した。
　保護者や県民一般に対しては、前述の大学紹介動画をテレビ
用に再編集したテレビ番組を同時間帯で最も視聴率の高い放送
枠で放送し、幅広いターゲットに向けて広報活動を実施した。
　これらの取組を実施した上で、新入学生アンケートやWeb版
オープンキャンパスのアンケート、テレビの視聴率、Googleア
ナリティクスやYouTubeアナリティクスの結果を用いてイン
ターネット広告の効果や広報対象に訴求する媒体について分
析・検証した。その結果を活用し、新たな取組として、令和４
年度のオープンキャンパスの開催方法を対面とデジタルでのハ
イブリッド開催とするなど、今後の広報事業の改善につなげる
ことができた。
［No.41再掲］

１　説明会の開催やメール等によ
り機関リポジトリへの論文掲載を
促すとともに、オンラインも活用
して研究成果を積極的に発信す
る。

２　岩手県立大学広報行動計画に
基づき、教育研究活動等に関する
情報について、ウィズコロナ時代
を踏まえ、広報対象者に訴求する
媒体を選択し、テレビ広報とweb広
告との連動等、メディアミクスに
よる効果的な広報活動を展開す
る。
［No.41再掲］

　研究成果について、
研究者データベースの
充実と活用促進に努め
るとともに、ホーム
ページ、広報誌、紀要
等で積極的に発信す
る。
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Ⅰ　大学の教育・研究等の質の向上に関する目標

　２　研究に関する目標

　　（2）研究の実施体制等に関する目標

　　教養教育の一層の充実を図るため、効果的な実施体制を整備するほか、「知の創造・交流拠点」として民間企業など学外専門家の

　積極的な活用を図るとともに、学部と短期大学部間の教員の相互交流を一層促進します｡

Ⅰ　大学の教育・研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置
２　研究に関する目標を達成するための措置
（2）研究の実施体制等に関する目標を達成するための措置

１　Society5.0を念頭に置いた最新のIT技術を活用した新製品や
新サービスの創出を促進するためのイベント「コンバージェンス
＠いわてイノベ」を新たに開催し、本学の教員のほか企業や行政
関係者も参加する分科交流会を１つ立ち上げるなど、異分野交流
が進められた。

２　学術研究交流の機会を増やし、研究水準の向上を図るため、
学会開催や学会発表・参加を資金面で支援した。また、それらの
支援制度について、研究費コンプライアンス研修などの機会を捉
えて周知を行い、制度の活用を促した。
・学会等開催助成　５件（R2：４件）
・学会発表旅費支援　５件［国外０件・国内５件］（R2：７件
［国外０件・国内７件］）
・学会参加旅費支援　１件［国内のみ］（R2：12件）
・論文投稿（掲載）料　11件 （R2：11件）
・研究補助者賃金　２件（R2：１件）
［№20-１再掲］

１　Society5.0に対応する最新のＩ
Ｔ技術を活用した新製品や新サービ
スの創出を促進するため、県内外の
企業が参画する研究会において異分
野交流を進める。

２　学内外の研究者との学術交流と
研究成果の発信を促進するため、学
会開催、学会発表、学会参加、論文
投稿（掲載）及び英文校正等の経費
を助成する。
［№20-１再掲］

　地域の研究ニーズ等
に対応した新たな研究
会の立ち上げ等によ
り、産学公関係者、国
内外研究者の交流や異
分野交流を推進する。
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中
期
目
標

中期計画 年度計画

　競争的研究資金の獲得を推進するとともに、地域、産業界、国内外の研究機関等との連携を強化し、学際的な研究活動等を
推進する。

１　外部研究資金への応募を促進するため、国や民間企業等の公
募情報を広く収集、整理し、学内情報システムから定期的に周知
した（隔週、22回）ほか、教員からの問い合わせに応じ随時情報
提供を行った。

２　外部研究資金の応募（申請）・採択件数を増やすため、次の
取組を行った。
・科研費採択率向上支援チームによる研究計画調書の事前チェッ
クの開始時期を４月に前倒しし、研究者へのフィードバックを複
数回行った。
・新たに看護学部からチーム員を迎え支援体制の強化を図った。
・研究者から同意を得られた、採択課題に係る研究計画調書を開
示する取組を新たに行い、「採択される研究計画調書」の作成を
支援した。
・支援策を拡充したことにより、科研費の応募（申請）件数が令
和２年度の106件から108件に、同じく採択件数が18件から20件に
それぞれ増加した（採択率は34.8％から38.1％に上昇）。

３　コーディネート機能の充実強化を図るため、コーディネー
ターや担当職員等が関係する各種研修会等に参加し（24件）、業
務遂行に必要な産学連携や知財管理・活用、技術移転に係る知識
や最新の情勢等を習得した。

１　国や民間企業等の公募情報を幅
広く収集し、募集領域や募集内容に
照らし合わせて、該当する教員個々
に公募案内の情報提供を行う。

２　外部研究資金の応募（申請）・
採択件数を増やすため、科研費採択
率向上支援チームによる助言等によ
り、申請書のブラッシュアップを行
う。

３　コーディネート機能の充実強化
を図るため、産学公連携に向けた
マッチングをするコーディネーター
や知的財産担当職員をスキル向上を
目的とする研修会に参加させる。

　外部研究資金の情報
を積極的に収集すると
ともに、学外ニーズと
学内の研究シーズとの
効果的なマッチングな
ど、コーディネート機
能を充実強化しなが
ら、外部研究資金への
応募（申請）、採択を
促進する。

21
№

計画の進行状況等
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Ⅰ　大学の教育・研究等の質の向上に関する目標

　３　地域貢献に関する目標

　　（1）地域貢献に関する目標

ア　地域社会への貢献

イ　産学公連携の強化

ウ　地域の国際化の支援

Ⅰ　大学の教育・研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置
３　地域貢献に関する目標を達成するための措置
（1）地域貢献に関する目標を達成するための措置
ア　地域社会への貢献

　自治体や地域の国際交流団体との連携を強化するとともに、多様な文化の理解を促進する活動を積極的に展開し、地域の国
際化を支援する。

中期計画

　産業界、地域団体、自治体、他大学等との連携強化と共同研究等の推進によるイノベーションの創出や高度技術者の育成等
を積極的に進める。

１　アイーナキャンパス等を拠点と
して、地域ニーズに対応した、看護
師や栄養士、社会福祉担当職員等を
対象としたリカレント教育を実施す
る。

２　児童生徒のＩＣＴ活用スキル向
上及び課題解決能力育成に資するた
め、プログラミング教室等の県内小
中高と連携したＩＣＴ講座を開催す
る。

３　多くの県民等に学びの場を提供
するため、滝沢キャンパス講座のほ
か、県内自治体と連携した地区講座
を開催する。
開催にあたっては、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を踏まえ、WEB開催
等を想定しつつ、幅広い層に受講を
促すため、広報活動を重点的に実施
する。

　アイーナキャンパス
を拠点に、地域ニーズ
に対応した、看護師、
社会福祉担当職員、公
務員、栄養士等のリカ
レント教育を充実強化
する。また、児童・生
徒を対象とするICT講
座の開催や、一般県民
向けの公開講座を継続
して開催する。

№

年度計画 計画の進行状況等

中
期
目
標

　地域社会の課題解決の役割を担う人材の育成に努めるとともに、地域ニーズに対応した生涯を通じた学びの場を提供する。
また、県民の健康・生活・文化の向上や産業振興に貢献するため、研究成果を積極的に地域に還元する。

23 １　アイーナキャンパス等を拠点として、各学部等の特色を生か
した、社会人を対象とした次の教育活動を行った。
【看護学部】
　県の委託を受けて「新人看護職員研修事業」として多施設合同
新人看護職員研修及び指導者研修を企画運営したほか、看護実践
研究センター独自事業として、10のリカレント教育研修事業を実
施した。
【社会福祉学部】
　アイーナ相談事業として、県内の医療・福祉・教育領域の心理
職や社会福祉現場の現任職員に対するスーパービジョンを実施し
た。また、福祉相談・カウンセリングを関係機関の連携を下に県
民に提供しするなどした。
【ソフトウェア情報学部】
　新型コロナウイルス感染症の影響で、ＩＣＴ活用のための県民
向け公開講座は例年より規模を縮小し、全13回の講座として実施
した。
【総合政策学部】
　アイーナキャンパス講座を全23回実施した。
【盛岡短期大学部】
　アイーナキャンパス講座を全８回実施した。
【宮古短期大学部】
　生涯学習講座を８講座、出張講座２件、その他地域に向けた講
座などを３件実施した。

２　児童生徒のICT活用スキル向上及び課題解決能力育成に資す
るため、次の取組を行った。
・滝沢第二中学校を対象としたRubyプログラミング教室を６～７
月に15日間開催し、「中高生国際Rubyプログラミングコンテス
ト」への応募に向け継続指導し、２チームが制作した作品を応
募、２チームとも12月の最終審査会（オンライン開催）に進出
し、うち１チームが第２位にあたる優秀賞を獲得した。
・岩手県からの受託事業「北いわて未来人育成事業」の一環とし
て、新たに一戸町において町内の小学生～高校生を対象としたス
モウルビー・プログラミング教室を８月に５日間、Rubyプログラ
ミング教室を１月に６日間それぞれ開催した。

３　滝沢キャンパス講座について、新型コロナウイルス感染症の
影響により対面での８月開催を中止し、ケーブルテレビでの放送
とYouTubeでの配信によるオンライン講座として、９月～１月に
全６講座を開催したが、YouTubeでのアーカイブ配信を高等学校
を含め広く周知したことにより、授業に取り入れる学校もあるな
ど、多くの高校生を含む多くの県民に学びの場を提供することが
できた。
　地区講座については、滝沢市と宮古市での開催を予定していた
が、滝沢市は新型コロナウイルス感染症の影響により本学参加の
講座開催を見送り、宮古市は講師（学内教員）都合により講師派
遣を中止した。
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中期計画 年度計画 計画の進行状況等

イ　産学公連携の強化

１　地域課題の解決を目指す地域協
働研究の研究成果の社会実装に向け
て、関連する自治体、団体、住民を
対象とした地区発表会を開催する。

２　県内市町村の地方創生を担う職
員の資質向上と職員相互の連携を促
進するため、各地域における課題解
決に向けた特徴的な取組事例の紹介
や政策法務に係るセミナー等を実施
する。

　地域活性化に主体的
に取り組む人材を育成
し、持続可能で活力に
満ちた地域づくりに貢
献するため、研究成果
を地域課題の解決に活
かす取組を積極的に展
開することにより、地
域における産学公の
ネットワーク形成を支
援する。

26
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１　本学が有する知的財産の活用を促進するため、企業に対して
研究成果を発信する「新技術説明会」をＪＳＴ（国立研究開発法
人科学技術振興機構）との共催で開催する方向で調整を進めた
が、発表する特許技術案件数がＪＳＴの定める開催条件を満たさ
なかったことから年度内の開催は見送った。引き続き令和４年度
開催に向けてＪＳＴ主催の開催概要説明会に参加するなど調整を
進めるとともに、特許技術案件の不足分（１件）については年度
内に出願手続が完了し、開催条件を整えた。

２　教員とコーディネーター及び知的財産担当者とのヒアリング
や外部機関の知的財産専門家への相談などを通じ、知的財産につ
ながる研究シーズを発掘し、知的財産の出願を進めるとともに、
知的財産に関する意識啓発のため、次の取組を行った。
・新規特許出願　６件
・学内向け知的財産セミナーの開催（全４回、参加者数37人）

１　研究成果の周知及び理解増進を図るため、次の取組を行っ
た。
・随時、ホームページや展示会等でのポスター・パネル・報告集
により研究成果を発信した。
・デジタル技術を活用して本学と高校とのオンライン環境を構築
し、地域協働研究の研究成果を活用した遠隔授業を11月に西和賀
高等学校で行った。

２　社会実装につなげる研究成果について、次のとおり発信し
た。
・地域協働研究成果報告集９（H31：ステージⅡ、R2：ステージ
Ⅰ）を８月に刊行し、広く配布した。
・地域協働研究 研究成果報告パネルを更新し掲示した（10月、
アイーナキャンパス）。
・研究成果実装段階を支援するステージⅡについては、３件全て
が社会実装されており、その活動実績について掲載・掲示してい
る。

３　国連アカデミック・インパクトの2020年度活動報告書を取り
まとめ、大学年報、広報誌の紙媒体に記事を掲載したほか、本学
及び国連アカデミック・インパクトのホームページに掲載し、本
学のSDGs課題への取組、国際的な学習環境について情報発信し
た。

１　研究成果の周知及び理解増進を
図るため、ホームページのほか、新
型コロナウイルス感染症の影響を踏
まえ、オンライン配信等、デジタル
技術を活用して研究成果を発信す
る。

２　研究成果の社会実装（フィード
バック）を前提とした研究のほか、
研究フィールドを会場にしたセミ
ナー、展示会等において、ポス
ター、パネル、報告集により成果を
発信する。

３　国連アカデミック・インパクト
にコミットする原則と本学の研究分
野とを関連付け、研究成果等を学外
に発信する。

　研究成果発表会等を
通じ、研究成果が地域
社会に与える幅広い意
味でのインパクトや貢
献の内容をわかりやす
く発表・発信し、研究
成果の活用を促進す
る。

24
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１　地域課題の解決を目指す地域協働研究の研究成果の社会実装
に向けて、次の取組を行った。
・ステージⅡ（研究成果実装ステージ）９課題を実施。令和２年
度から継続の４課題のうち３課題については社会実装されてお
り、残り１課題については、新型コロナウイルス感染症の影響に
より研究活動が遅延したため、引き続き社会実装に向けた研究が
継続されている。
・地区発表会の開催については、新型コロナウイルス感染症の想
定以上の感染拡大を踏まえ、令和２年度に引き続き開催を見送っ
た。

２　県内市町村の地方創生を担う職員の資質向上と職員相互の連
携を促進するため、次の取組を行った。
・市町村地方創生（政策法務）支援に向け、令和２年度に引き続
き、市町村への助言・指導を行う客員教授を地域政策研究セン
ターに受け入れた。
・市町村支援事業説明会を４月に開催し、２月まで個別相談会を
実施（月２回程度／アイーナキャンパス又は地域連携棟、相談件
数延べ35件（６市町村））したほか、職員向け政策法務研修を岩
手町で全3回実施した。

１　本学が有する知的財産の活用を
促進するため、説明会や展示会にお
いて企業に対し情報提供を行う。

２　外部機関の知的財産専門家の協
力を得ながら知的財産につながる研
究シーズを発掘し、知的財産の出願
を進めるとともに、知的財産に関す
る意識啓発のため、教職員や学生を
対象とした知的財産セミナーを開催
する。

　外部研究資金の獲得
を進めながら、特許出
願につながる研究シー
ズ等を戦略的に発掘
し、知的財産の活用を
促進するとともに、本
学学生や教職員はもと
より、県民を対象に、
知的財産に関する意識
啓発を行う。
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中期計画 年度計画 計画の進行状況等

ウ　地域の国際化の支援

28 １　外国人を含む県内在住者が言語や文化の相違を理解し、共に
安全・安心に暮らす多文化共生社会を実現するため、次の研究を
進めた。
・盛岡市　地域協働研究ステージⅠ（在住外国人の実態調査によ
る施策提案に関する研究）
・奥州市　地域協働研究ステージⅠ（外国人市民の医療環境等の
整備に向けた対策に関する研究）

２　公開講座（地区講座）として、宮古市国際交流協会等と連携
して地元の学生等を対象とする多文化共生講演会を開催し、本学
から講師を派遣する予定であったが、講師都合により講師派遣を
中止した。令和４年度の開催について、開催方式や内容の変更も
含めた検討を行った。

３　県内市町村等への留学生派遣について、新型コロナウイルス
感染症が県内で想定以上に感染拡大したことを踏まえ、実施を見
合わせた。また、令和２年度までの実施状況の取りまとめ、今後
の運用方法の課題整理をし、対応を検討した。

１　外国人を含む県内在住者が言語
や文化の相違を理解し、共に安全・
安心に暮らす多文化共生社会を実現
するため、様々な課題の解決に向け
て、各地域と連携した共同研究を行
う。

２　多文化共生社会の意識醸成を図
るため、自治体や地域の国際交流団
体と連携し、啓発活動を行う。

３　多文化共生への理解を促進する
ため、海外留学助成事業を通じた学
生への活動支援や、市町村等への留
学生派遣事業等を継続して実施す
る。

　地区単位の国際交流
団体間の支援ネット
ワークを構築し、多文
化共生社会の実現に向
けた課題の抽出と課題
解決のための提案を行
うとともに、県国際交
流協会や県・市町村と
連携し、啓発活動など
を展開する。

１　本学の特徴を活かした産学公連携による研究プロジェクトを
推進するため、次の取組を行った。
・ＪＳＴ「共創の場形成支援プログラム」などへの応募に向けた
取組を推進した。
・共創分野において、東京大学未来ビジョン研究センターが代表
機関を務める「資源を循環させる地域イノベーションエコシステ
ム研究拠点」（育成型）に、「北いわて産業・社会革新ゾーンプ
ロジェクト」を中心とした取組による本学の参画が７月に決定し
た。
・東京大学等と共同で、地域ビジョンに係るワークショップを２
月までに３回開催した。
・育成型から本格型への昇格審査について、東京大学に協力して
申請書類の作成等の対応をしたところ、採択され、令和４年度か
ら最大10年間の大型研究プロジェクトに本学が参画することと
なった。

２　戦略的研究プロジェクトについて、外部資金への応募を含む
研究活動を継続中の５研究チームの進捗状況を確認しながら、応
募書類の作成支援や個別相談会の開催など外部資金への応募等の
支援を進めるとともに、活動状況報告を取りまとめた。

３　若手技術者、学生の技術力や実践力を養成するため、次の取
組を行った。
・高度技術者養成講座について、新型コロナウイルス感染症が県
内で想定以上に感染拡大したことを受け、年度当初に予定してい
た全15講座中９講座を10月から開催するとともに、開催を見送っ
た講座の一部について令和４年度序盤の開催に向けて調整を行っ
た。
・enPiT後継事業として、企業の保有技術を用いて企業人と学生
の合同チームで企画から実装までの一連の流れを体験する「シス
テムデザイン実践論」を、滝沢市IPUイノベーションセンター・
パーク入居・立地企業４社参加協力の下で２月に実施した。

　産学公が連携する学
際的な研究プロジェク
トを立ち上げ、外部資
金によりプロジェクト
を推進する体制を強化
するとともに、産業界
等と連携し、若手技術
者や学生の技術力の向
上を図る講習会等を開
催する。
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№

１　本学の特徴を活かした産学公連
携による研究プロジェクトを推進す
るため、学内外の研究者や企業から
なる研究チームを核として、文部科
学省、経済産業省、国立研究開発法
人科学技術振興機構の大型の競争研
究資金の応募に取り組む。

２　戦略的研究プロジェクトの進捗
状況を確認しながら、外部資金の獲
得に向け支援するとともに、ステア
リングミーティングの意見を踏ま
え、必要に応じて研究プロジェクト
の見直しを図る。
※　ステアリングミーティング：個
別研究チームの研究の方向性等のマ
ネジメントを行うため開催される会
議

３　若手技術者や学生の技術力、実
践力を養成するため、高度技術者養
成講座や産学協働による課題解決型
学習（ＰＢＬ）を実施する。
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Ⅰ　大学の教育・研究等の質の向上に関する目標

　３　地域貢献に関する目標

　（2）東日本大震災津波からの復興とふるさと振興に関する目標

　　教養教育の一層の充実を図るため、効果的な実施体制を整備するほか、「知の創造・交流拠点」として民間企業など学外専門家の

　積極的な活用を図るとともに、学部と短期大学部間の教員の相互交流を一層促進します｡

Ⅰ　大学の教育・研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置
３　地域貢献に関する目標を達成するための措置
（2）東日本大震災津波からの復興とふるさと振興に関する目標を達成するための措置

中
期
目
標

中期計画 年度計画

　学生・教職員による地域と連携した教育研究活動の積極的な展開により、東日本大震災津波からの復興とふるさと振興に貢
献する。

計画の進行状況等

№
29 １　これまでの復興支援活動を毎年

度まとめてきた報告書を基に、本学
が積み上げた実績や研究の成果等に
ついて刊行物を発刊するとともに、
学外に向けて情報発信を行う。

２　学生ボランティア団体が地域支
援活動の活性化に向けた課題等を把
握でき、今後も学生間でボランティ
アマインドが継承されるよう、助
言・指導する。

３　被災市町村をフィールドとした
研究活動を重点的に実施するととも
に、県と連携し、人口減少対策に係
る共同研究の実施や各自治体の取組
へのフォローアップを行う。

４　震災発生から10年が経過し、復
興から更に次の段階に移行する状況
を踏まえ、これまでの震災復興、防
災に関する研究をベースとしなが
ら、新たに復興防災部を新設する県
との研究協力を推進するとともに、
本学の推進体制について検討を進め
る。

　東日本大震災津波か
らの復興及びふるさと
振興に貢献するため、
東日本大震災津波の体
験で得られた学生ボラ
ンティア活動のノウハ
ウを学生間で継承させ
るとともに、各学部の
特性を活かした共同研
究や協働事業の展開等
により地域活性化に向
けた取組を推進する。
また、学生の地元定着
の促進を目指すため、
ふるさといわて創造プ
ロジェクトを継続実施
する。

１　「東日本大震災津波復興支援の歩み」と題し、東日本大震災
津波から10年間の復興支援活動の記録を掲載した「初動対応と10
年の記録」及び教員、卒業生、在学生の聴き取りについて掲載し
た「私たちが語るこれまでとこれから」のほか、概要を掲載した
パンフレットをそれぞれ1,000部、作成し、配布した。

２　学生からの活動報告書等の受領時に助言・指導に努めたほ
か、学生ボランティア団体のミーティングにアドバイザー教員や
職員が参加し助言・指導を行った。

３　被災市町村をフィールドとした「北いわて・三陸地域活性化
推進研究」や、地域課題解決に係る共同研究の取組、地域連携
コーディネーター等を通じた自治体の取組への支援を実施した。

４　岩手県との震災復興・防災に関する研究協力を推進するた
め、令和３年度に新設された県復興防災部との本学の推進体制を
検討し、対応方針を策定するなど、令和５年度の（仮称）防災復
興支援センターの設置に向けて取り組んだ。
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Ⅱ　業務運営の改善及び効率化に関する目標

　１　大学運営の改善に関する目標

　２　教育研究組織に関する目標

　３　教職員の確保・育成に関する目標

　４　男女共同参画に関する目標

　５　事務等の効率的・合理的な執行に関する目標　

１　大学運営の改善に関する目標

　

２　教育研究組織に関する目標

地域ニーズや社会情勢の変化に対応した教育研究を展開するため、教育研究組織の点検と検証を行い、再構築を図る。

３　教職員の確保・育成に関する目標

適正な定員管理の下、本学の教育研究目標の達成のために必要な意欲と能力のある教職員を確保・育成する。

４　男女共同参画に関する目標

ワークライフバランスに配慮した働きやすい環境を整備するなど、男女共同参画を推進する。

５　事務等の効率的・合理的な執行に関する目標

積極的な業務改善や職員の能力向上を推進し、大学運営事務等の効率化、合理化を図る。

Ⅱ　業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置

１　大学運営の改善に関する目標を達成するための措置
№

１　令和２年度のデータを蓄積し、データベースとして学内に提供
するとともに、教育研究、大学運営に関する特徴的なデータをファ
クトブックにまとめ、刊行物及びホームページ上で学外に情報発信
した。

２　令和２年度に教学ＩＲをテーマとして実施した高等教育セミ
ナーにおいて、在学中のみならず入学前から卒業後までを通した分
析や継続的な分析の必要性に関する意見が多数出されたことを受
け、新たな責任・推進部局となる教学ＩＲセンターの目的・所掌・
構成員等を検討し、令和４年４月１日付けでの設置を決定した。

31 　会議や委員会等の再
編・統合及び運営の見
直しにより、法人・大
学運営に関する意思決
定プロセスの簡素化を
図るとともに、全学の
教職員を対象とした大
学運営説明会の開催、
学内情報システム等を
活用した大学運営情報
の共有の促進等によ
り、教職員参加による
効率的な大学運営体制
を確立する。

１　法人の運営等に関する事項を迅
速・柔軟に協議・調整するため、
「理事長・学長・副学長会議」を随
時開催するほか、大学運営方針や次
年度の予算編成方針を周知徹底する
ため、全教職員を対象に説明会を開
催する。

２　意思決定プロセスの透明化を図
るため、経営会議や教育研究会議等
の概要や会議資料を会議開催の都度
学内ホームページに開示する。

３　新型コロナウイルス感染症によ
る大学運営の混乱や停滞を回避する
ため、危機管理対策本部会議（新型
コロナウイルス）を随時開催し、行
動計画等の見直しを実施する。

１－１　大学運営に関することを迅速、柔軟に協議・調整する「理
事長・学長・副学長会議」について、全学的な課題等の協議を６回
実施した。
１－２　大学運営方針、予算編成方針について全教職員を対象に次
のとおり説明会を開催した。
(１)大学運営方針(学長メッセージ)：令和３年４月１日開催、参加
者210人
(２)令和４年度予算編成方針：令和３年11月10日開催、出席者39人

２　意思決定プロセスの透明化を図るため、経営会議及び教育研究
会議の概要や会議録を随時学内に開示した。

３－１　新型コロナウイルス感染症に関する全学的な対策の検討や
国や県の対応、情報の共有のため、理事長、学長、副学長、各本部
長、各学部長及び各室長等で組織する危機管理対策本部会議を７回
開催し、感染拡大状況や国、県の対策等を踏まえながら本学の対応
を決定した。
３－２　コロナ禍での適切な大学運営を確保するため、令和元年度
に策定した「新型コロナウイルス対策行動計画」や「大学事業継続
計画」を随時改定するとともに、令和２年度に策定した「岩手県立
大学新型コロナウイルス感染症対応指針」に基づき大学運営を行
い、全期間を通じて対面による授業等を実施した。
３－３　本学学生等に新型コロナウイルスの罹患が確認された際、
危機管理対策本部会議等を開催し、休講の有無及びその期間、対象
範囲等について協議を行い、その結果を速やかに学生等へ周知し
た。

中
期
目
標

中期計画

　戦略的・効果的な教
育研究活動及び大学運
営を行うため、教育研
究、大学運営に関する
様々なデータを蓄積し
て総合的に分析・活
用・情報発信する体制
を整備する。

30

　教育研究活動や大学運営に関する情報の積極的な活用により、戦略的な大学運営を行うとともに、人的資源を有効に活用し
た、効率的な組織運営を行う。

計画の進行状況等

１　教育研究、大学運営に関する特
徴的なデータの蓄積を進め、データ
ベースとして学内に提供するととも
に、学外に向けて情報発信するため
のファクトブックを制作する。

２　これまでの教学データの蓄積・
分析及び教員アンケート等を踏ま
え，教学ＩＲの方針と運用方法を策
定する。

年度計画
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中期計画 計画の進行状況等年度計画

２　教育研究組織に関する目標を達成するための措置

３　教職員の確保・育成に関する目標を達成するための措置

１　「岩手県立大学ＦＤ・ＳＤ実施要領」に基づき、各学部・本部
において実施されているＦＤ・ＳＤを情報収集・集約し、全学的に
周知・情報共有した。また、各学部・本部でのＦＤ・ＳＤの報告書
により、各部局での課題や業務に応じたＦＤ・ＳＤのニーズを把握
した。
２　管理職教員を対象としたＳＤセミナーを受講希望の教職員にも
公開し、オンライン講義形式で実施した。（令和４年２月14日開
催、参加者35人）

３-１　事務局職員の資質向上を図るため、次のとおり研修を実施し
た。
(１)大学職員一般共通研修「公立大学に関する基礎研修」（令和３
年６月24日開催、参加者27人）
(２)一般共通研修「財務・契約研修」（令和３年11月19日開催、参
加者33人）
(３)特別研修「あなたの異動！ビフォーアフター」（令和３年12月
３日開催、参加者27人）
(４)一般共通研修「ロジカルライティング研修」（令和３年12月10
日開催、参加者16人）
(５)職位に応じた能力の向上を目的とした階層別研修（グループ
リーダー、主査、中堅職員に重点を置いて実施）（「グループリー
ダー研修」（令和３年12月21日開催、参加者23人）、「主査研修」
（令和３年７月５日開催、参加者10人）、「中堅職員研修」（令和
３年12月～令和４年１月開催、参加者21人））
３-２　県派遣研修として、岩手県庁へ職員１人を１年間派遣した。

１　効果的、効率的な研修を実施す
るため、部局で実施されているＦ
Ｄ・ＳＤについて、ニーズや課題を
把握する。

２　適切な大学運営に資するため、
管理職教職員向けのＳＤに関する研
修を実施するとともに、全教職員を
対象に教育施策や大学運営に関する
研修を実施する。

３　事務局職員の資質能力の向上に
資するため、実務能力向上研修や階
層別研修、県派遣研修を実施する。

　令和２年度のアンケート調査の結果、制度に対する信頼度につい
て否定的な回答は基準年（Ｈ28）に比べ減少（55％→30％）してい
ることから、現行の評価要綱及びマニュアルに則り、教員業績評価
を適正に実施した。
　また、被評価者から異議申立てが１件あったが、これについても
適正に対応した。

　評価を受ける教員からの信頼度の
高い制度とするため、教員業績評価
を適正に実施するとともに、評価者
側からの意見を聴取しながら、必要
に応じて改善する。

　運用の見直しを行っ
た教員業績評価制度に
より、教員の業績を適
正に把握し、制度に対
する信頼度を高めると
ともに、新たな活用策
も検討し、教員のモチ
ベーションの向上を図
る。

35

１　事務局職員について、定数管理計画に基づき、定数１人を減じ
るとともに、欠員解消に向け職員採用試験を行い、３人の内定者の
決定を行った。
２　教員の採用等について、教育研究上の必要性や財政運営との整
合を図るため、学長による事前協議制を通じて調整を図った。

　教育や研究上の必要性と財政運営
との整合性を図りながら、教員及び
事務局職員の定数管理計画に基づき
教職員を適切に配置する。
　また、学長による事前協議制を通
じて、計画的な教員の採用や昇任を
実施する。

　定数管理計画に基づ
き計画的な教職員の配
置を行うとともに、教
育・研究・地域貢献・
大学運営を担う優秀で
多様な教職員の採用や
昇任を適切に実施す
る。

　教育研究組織体制の見直し状況を
確認し、次期中期計画に向けた課題
の整理を行う。

　変化する社会環境や
地域からの要請に対応
するため、地域や教育
機関等の意見を集約し
て本学に対する人材育
成や研究に対するニー
ズを把握し、開学20年
を機に教育課程や教育
研究組織体制を見直
し、再構築する。

１　教育研究組織体制の見直しとしてコース改編等を行った学部へ
の志願者等の効果を測るため、新入生を対象としたアンケートを実
施した。その結果、新たなコース制、カリキュラムが本学を選ぶ理
由となったとする意見の割合は、ソフトウェア情報学部は85.0％、
総合政策学部は84.5％であった。この回答のより詳細な分析とし
て、「本学を選んだ理由」のうち「学びたい分野がある」との回答
はソフトウェア情報学部は96.1％、総合政策学部は86.8％と志願動
機に大きな影響があることを確認した。

２　教育研究組織体制の見直し状況を確認し、工程表の更新を行う
ことにより、次期中期計画策定に向け、各学部の課題の整理を行っ
た。

№
32

№
33

34 　教育研究活動の適切
で効果的な運営を図る
ため、高等教育施策や
大学運営に関するセミ
ナーなど、ＦＤ（ファ
カルティ・ディベロッ
プメント）とＳＤ（ス
タッフ・ディベロップ
メント）を融合させた
研修等を実施すること
により、大学運営等に
必要な知識や技能を修
得させ、教職員の資質
能力の向上を図る。
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中期計画 計画の進行状況等年度計画

４　男女共同参画に関する目標を達成するための措置

５　事務等の効率的・合理的な執行に関する目標を達成するための措置

37

36

１－１　業務を効率的に実施するために、令和元年度に整備した業
務マニュアルに基づきながら業務を行うとともに、適宜マニュアル
を改訂して一層の効率化を進めた。
１－２　業務改善の一環として、令和３年度にＲＰＡのシステムの
試行導入を行い、研修会の開催や一部の職員による謝金の経費精算
書のシナリオ作成を行うなどにより効果等を検証し、今後の本格導
入に向け、どのような業務がＲＰＡに適しているのか検討を継続す
ることとした。

２-１　事務局職員の資質向上を図るため次のとおり研修を実施し
た。
(１)大学職員一般共通研修「公立大学に関する基礎研修」（令和３
年６月24日開催、参加者27人）
(２)一般共通研修「財務・契約研修」（令和３年11月19日開催、参
加者33人）
(３)特別研修「あなたの異動！ビフォーアフター」（令和３年12月
３日開催、参加者27人）
(４)一般共通研修「ロジカルライティング研修」（令和３年12月10
日開催、参加者16人）
(５)職位に応じた能力の向上を目的とした階層別研修（グループ
リーダー、主査、中堅職員に重点を置いて実施）（「グループリー
ダー研修」（令和３年12月21日開催、参加者23人）、「主査研修」
（令和３年７月５日開催、参加者10人）、「中堅職員研修」（令和
３年12月～令和４年１月開催、参加者21人））
２-２　県派遣研修として、岩手県庁へ職員１人を１年間派遣した。
［№34-３再掲］

３－１　過去に職員から改善提案のあった会議録作成システムにつ
いて、令和３年８月に導入を果たした。
３－２　ＲＰＡの導入に当たり、自動化対象業務に係る職員からの
提案を募集し、提案があった支払伝票について実践的なシナリオ作
成に結びついた。

１　事務局組織の効率的な運営のた
め、所属において整備した業務マ
ニュアルを随時見直すとともに、試
験的に導入するＲＰＡ（ロボティッ
クプロセスオートメーション）を積
極的に活用し、その効果等を検証す
る。

２　事務局職員の資質能力の向上に
資するため、実務能力向上研修や階
層別研修、県派遣研修を実施する。
［№34-３再掲］

３　業務改善を推進するため、教職
員による業務改善提案を実施する。

　事務局組織の効率的
な運営を実現するた
め、教育研究分野を含
めた業務改善に積極的
に取り組むとともに、
職員の能力向上を図る
ため、「階層別研修」
や「個別能力開発研
修」など職員の職能開
発等を目的とした体系
的なＳＤ（スタッフ・
ディベロップメント）
プログラムを構築し実
施する。

１－１　「出産、育児及び介護と仕事の両立を支援するためのサ
ポート相談窓口」による相談対応を実施し、教職員に対する制度案
内等の支援を行った。
１－２　学内ホームページをリニューアルし、本学の一般事業主行
動計画や相談窓口、教職員が利用可能な制度に関する手引き等、掲
載内容の充実を図り、教職員の仕事と生活の調和に関する情報につ
いて広く周知を行った。
　
２－１　各職員の状況等に応じた配慮を行うため、所属長は５月に
実施した基本面談において、希望する職員が提出したワークライフ
バランスシートの確認を行った。
２－２　働きやすい環境に配慮するため、日曜祝日の学内イベント
で同日勤務を要する教職員への保育支援として、臨時託児（申込11
人、実績１人）を実施した。また、育児・介護関係諸制度利用の手
引きの更新（令和３年８月）を行った。

３　性別、年齢、国籍等、多様なバックグラウンドを有する学生や
教職員が学び、働いていることから、学生や教職員がその性的指向
や性自認等に関わらず生き生きと活躍できるような大学づくりの促
進や男女共同参画に関する意識の醸成を図るため、令和３年10月19
日、本学教職員及び学生を対象に、「ＬＧＢＴＱ＋」をテーマとす
る研修会を開催した。（参加者37人）

４　計画に加え、教職員がその性別等の属性に関わらず力を発揮で
きる職場環境づくりに向けた取組を推進するため、令和３年度から
５年間を計画期間とする「公立大学法人岩手県立大学次世代育成支
援及び女性活躍推進のための一般事業主行動計画」を策定し、周知
した。

１　教職員の仕事と生活の調和に関
する情報を提供するため、令和２年
度に開設した「出産、育児及び介護
と仕事の両立を支援するためのサ
ポート相談窓口」を教職員に周知す
るとともに、教職員が利用可能な制
度に関する手引き等を学内ホーム
ページに掲載する。

２　ワークライフバランスの充実の
ため、基本面談において、所属長が
各職員の状況を確認し、働きやすい
環境に配慮する。

３　ワークライフバランスの意識啓
発や男女共同参画に関する制度周知
のため、「育児」や「介護」等を
テーマに、研修会を開催する。

　男女共同参画におけ
る本学の基本方針を明
示し、出産、育児及び
介護に係る制度利用や
休暇取得の促進、女性
教職員の管理職への登
用など、ワークライフ
バランスに配慮した全
ての教職員が働きやす
い環境を整備する。

№

№
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Ⅲ　財務内容の改善に関する目標を達成するための措置

　１　自己収入の確保に関する目標

　２　予算の効率的かつ適正な執行に関する目標

１　自己収入の確保に関する目標

 外部研究資金の獲得奨励、民間との共同研究や寄附金収入の拡大等により、自己収入の増加を図る。

２　予算の効率的かつ適正な執行に関する目標

Ⅲ　財務内容の改善に関する目標を達成するための措置
１　自己収入の確保に関する目標を達成するための措置

２　予算の効率的かつ適正な執行に関する目標を達成するための措置

中
期
目
標

中期計画

 戦略的な資源配分とコスト意識の醸成等により、運営経費を抑制し、効率的かつ適正に予算を執行する。

39

38 　法人の経営基盤を強
化しながら教育研究活
動の着実な発展に資す
るため、大学院の入学
定員の確保や入学志願
者の増加に努め、学生
納付金の収入確保を図
るとともに、同窓会組
織の充実強化や産業界
等への支援要請等によ
り、寄附金収入の確保
に努める。また、外部
研究資金に関する情報
収集と学内周知の促進
や、民間企業等との共
同研究実施に向けた
マッチング等の強化に
より、外部資金の積極
的な獲得に努める。

№

計画の進行状況等年度計画

№
１　授業料の早期確保のために、過年度滞納者に対し文書による督促
を行ったほか、現年度の未納者についてはメール及び文書等により納
入指導及び督促を行った。年間の授業料約12億円に対し、令和４年３
月31日時点の現年度分の未納額は０円となり、徴収率は100% となっ
た。
(１)過年度分滞納者２人への督促：令和３年12月17日、令和４年２月
28日
(２)現年度分未納者への指導、督促：令和３年６月22日、７月26日、
８月25日、９月27日、10月27日、11月22日、12月22日、令和４年１月
24日、２月18日、３月３日

２　「岩手県立大学未来創造基金」への寄附金を確保するため、コロ
ナウイルスの影響により、入学式等でのパンフレット配布はできな
かったものの、後援会への協力要請により、全保護者に対し郵送での
パンフレット配布を行ったほか、ホームページを通じて基金の周知を
実施した。令和３年度は、23件、2,272,000円の寄附があった。

３　外部研究資金への応募を促進するため、国や民間企業等の公募情
報を広く収集、整理し、学内情報システムから定期的に周知した（隔
週、22回）ほか、教員からの問い合わせに応じ随時情報提供を行っ
た。
［№21-１再掲］

４　知識・技術共創エコシステムの構築に向け、次の取組を行った。
　令和３年度新たに「コンバージェンス＠いわてイノベ」を実施し、
キックオフ・イベントや全体交流会を開催したほか、分科交流会の活
動も展開し、本学教職員・学生等と滝沢市IPUイノベーションセン
ター入居企業等との連携交流に取り組んだ。
［№18-３再掲］

５　戦略的研究プロジェクトについて、外部資金への応募を含む研究
活動を継続中の５研究チームの進捗状況を確認しながら、応募書類の
作成支援や個別相談会の開催など外部資金への応募等の支援を進める
とともに、活動状況報告を取りまとめた。
［№27-２再掲］

６　文部科学省、経済産業省、国立研究開発法人科学技術振興機構の
大型の競争研究資金の獲得に向けて、次の取組を行った。
・ＪＳＴ「共創の場形成支援プログラム」などへの応募に向けた取組
を推進
・共創分野において、東京大学未来ビジョン研究センターが代表機関
を務める「資源を循環させる地域イノベーションエコシステム研究拠
点」に、岩手県と共同で推進する「北いわて産業・社会革新ゾーンプ
ロジェクト」を中心とした取組による本学の参画が決定（７月１日）
するとともに令和４年度からの「本格型」への昇格審査について、東
京大学に協力して対応したところ、採択に至った。

１　令和３年11月10日に全職員を対象に開催した令和４年度予算編成
方針会議において、経常経費の抑制や新型コロナウイルス予防対策費
等新たな経費に対応するため、特定の経費を対象として２パーセント
のマイナスシーリングを実施することを説明した。

２　予算調整の過程で全部局を対象に予算ヒアリングを実施し、事業
の目的や効果を十分調査するとともに、シーリング対象経費の精査を
実施した上で予算を措置した。なお、マイナスシーリングの結果、
15,208千円の削減を実施した。

３　令和４年度新規事業等を対象に、事業内容と令和４年度計画及び
予算措置との整合性を図るために、理事長、学長及び副学長による調
整ヒアリングを令和４年２月に実施した。

　大学経費の抑制や新型コロナウイ
ルス感染症の予防等新たな経費に対
応するため、あらかじめ予算要求に
シーリングを設定するとともに、全
部局を対象に理事長、学長、副学長
によるヒアリングを実施し、事業の
目的や効果を十分検証した上で予算
を措置する。

　支出経費の必要性や
費用対効果の検証を徹
底するとともに、大学
運営業務の一層の効率
化や調達方法等の改善
等に努め、大学運営経
費の抑制を図る。

１　授業料等学生納付金の収入確保
のため、学生や保護者に対し納入指
導や督促を実施する。

２　岩手県立大学未来創造基金令和
３年度事業計画に基づく寄附金を確
保するため、寄附金募集に係る広報
活動を学外ホームページにより行う
とともに、同窓会組織や産業界等へ
パンフレットを送付する等により寄
附の協力を依頼する。

３　国や民間企業等の公募情報を幅
広く収集し、募集領域や募集内容に
照らし合わせて、該当する教員個々
に公募案内の情報提供を行う。
［№21-１再掲］

４　知識・技術共創エコシステムの
構築に向け、滝沢市ＩＰＵイノベー
ションセンター入居企業群と連携し
た共同研究の推進に取り組む。
［№18-３再掲］

５　戦略的研究プロジェクトの進捗
状況を確認しながら、外部資金の獲
得に向け支援するとともに、ステア
リングミーティングの意見を踏ま
え、必要に応じて研究プロジェクト
の見直しを図る。
［№27-２再掲］

６　文部科学省、経済産業省、国立
研究開発法人科学技術振興機構の大
型の競争研究資金の獲得に向けた全
学の取組を推進する。
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Ⅳ　自己点検・評価・改善及び情報の提供に関する目標

　１　評価の充実に関する目標　

　２　情報公開・広報の充実に関する目標

１　評価の充実に関する目標

　

Ⅳ　自己点検・評価・改善及び情報の提供に関する目標を達成するための措置
１　評価の充実に関する目標を達成するための措置

２　情報公開・広報の充実に関する目標を達成するための措置

　広報対象毎に広報媒体を選択し、訴求力のある広報活動を展開
した。
　高校生に対しては、新型コロナウイルス感染症の影響により中
止となった対面型イベントの代替としてWeb版オープンキャンパ
スを開設し、高校生向けのコンテンツとして本学学生が制作した
動画を７月から８月にかけて定期的に掲載したほか、インター
ネット広告により本学ホームページへの誘導を図った。また、学
生生活や、社会で活躍する卒業生の姿を紹介する大学紹介動画を
YouTubeに掲載するとともに、ＳＮＳにより随時情報を発信し
た。
　保護者や県民一般に対しては、前述の大学紹介動画をテレビ用
に再編集したテレビ番組を同時間帯で最も視聴率の高い放送枠で
放送し、幅広いターゲットに向けて広報活動を実施した。
　これらの取組を実施した上で、新入学生アンケートやWeb版
オープンキャンパスのアンケート、テレビの視聴率、Googleアナ
リティクスやYouTubeアナリティクスの結果を用いてインター
ネット広告の効果や広報対象に訴求する媒体について分析・検証
した。その結果を活用し、新たな取組として、令和４年度のオー
プンキャンパスの開催方法を対面とデジタルでのハイブリッド開
催とするなど、今後の広報事業の改善につなげることができた。

　岩手県立大学広報行動計画に基づ
き、教育研究活動等に関する情報に
ついて、ウィズコロナ時代を踏ま
え、広報対象者に訴求する媒体を選
択し、テレビ広報とweb広告との連動
等、メディアミクスによる効果的な
広報活動を展開する。

　社会から求められて
いる教育研究活動や大
学運営等に関する情報
を積極的かつタイム
リーに公開するととも
に、ポータルサイト機
能を充実させ、学外
ホームページの情報検
索の利便性を高める。
また、情報発信力を高
めるため、各種情報媒
体を相互に連携させた
広報活動を展開する。

41

　自己点検・評価や外部評価の積極的な公表と、評価結果を活用したPDCAサイクルの運用により、改革・改善を推進し、教育
研究活動、地域貢献活動及び大学運営の質の向上を図る。

中
期
目
標 　県民等への説明責任を果たすため、教育研究活動や大学運営に関する情報について、積極的に公開するとともに、戦略的な

広報活動を展開する。

№

２　情報公開・広報の充実に関する目標

№

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

40 １　第三期中期目標期間開始から４年間について自己点検・評価
（見込評価）を行い、県評価委員会による外部評価を受け、実績
報告書及び評価結果について学外ホームページにより公表した。
また、見込評価結果をもとに、第三期中期目標達成に向けた令和
４年度計画を策定した。

２　中期計画策定委員会を設置し、第三期中期目標期間における
見込評価結果及び岩手県からの意見を反映した取り組むべき事項
について検討し、第四期中期計画策定に向けた準備を行った。

３　認証評価の点検・評価報告書を作成の上、認証評価機関に提
出し、令和４年度の受審に向け準備を整えた。

１　第三期中期目標期間の中間評価
（見込評価）として、第三期中期計
画開始からの４年間を自己点検・評
価し、実績報告書の作成及び公表を
行うとともに、評価結果をもとに第
三期中期目標の達成に向けた令和４
年度計画を策定する。

２　第三期中期目標期間の中間評価
（見込評価）結果を踏まえ、第四期
中期計画の策定に向けた準備を行
う。

３　令和４年度の認証評価受審に向
け、点検・評価報告書を作成し、認
証評価機関に提出する。

　大学の教育、研究、
地域貢献及び大学運営
に係る自己点検・評
価、法人評価及び認証
評価等の外部評価に計
画的に対応し、その評
価結果を学内にフィー
ドバックすることに
よって、教育研究活
動、地域貢献活動及び
大学運営等の改善を図
る。

35



Ⅴ　その他業務運営に関する重要目標

　１　施設・設備の整備、活用等に関する目標

　２　安全管理等に関する目標

　３　法令遵守に関する目標

１　施設・設備の整備、活用等に関する目標

施設・設備の計画的な整備と改修及びその有効活用を推進する。

２　安全管理等に関する目標

３　法令遵守に関する目標

教職員のコンプライアンスの徹底を図り、法令を遵守した大学運営を推進する。

Ⅴ　その他業務運営に関する重要目標を達成するための措置
１　施設・設備の整備、活用等に関する目標を達成するための措置

中
期
目
標

中期計画

№

学生・教職員の安全と健康の確保を図るための取組を推進する。

計画の進行状況等

１　新型コロナウイルス感染症の影響による学年暦の変更に伴い令
和２年度に実施できなかった学生ホール棟の天井耐震化改修工事を
実施するとともに、施設の良好な状態を維持するため、第３期大規
模修繕計画に基づき、宮古短期大学部図書食堂棟外部改修工事等を
実施した。
(１)滝沢キャンパス
・加圧給水ポンプ修繕工事
・直流電源装置整流器等修繕修工事
・体育棟漏水改修工事
・熱源用自動制御機器更新工事
(２)宮古キャンパス
・図書食堂棟電気設備等改修工事
・屋外配水配管改修工事

２　施設の長寿命化を図るため、定期的な保守点検を行うととも
に、第四期中期計画期間における計画的な修繕・整備を実施するた
めに、令和２年度に行った「次期大規模修繕計画調査」に基づき、
大規模工事や施設の補修や修繕について計画的に進めて行くため
「岩手県立大学滝沢キャンパス等大規模修繕工事計画」の素案を策
定した。

３　北松園宿舎については、集約化に伴い、宿舎内での転居につい
て希望した入居者の転居を行ったところであり、令和４年度も継続
して実施していく。集約後の利活用については学生寮や民間団体で
の賃貸住宅などを想定し専門業者の意見聴取を行ったほか、県の認
可の有無等について検討しているところ。さらに、入居者代表との
意見交換をまとめ、入居者へ現状報告を行った。

４-１　第５次岩手県立大学情報システム整備計画に基づき、事務管
理システム、ネットワークシステム、プリンタ利用制限システム及
びＳＣＣＭサーバ等の更新を行うともに、第６次岩手県立大学情報
システム整備計画の策定に着手した。
４-２　事務管理システムの更新については、ＬＭＳの導入など、新
型コロナウイルスを含めた今後起こり得る感染症への対応を見通し
た更新を行った。
４-３　ネットワークシステムの更新については、無線アクセスポイ
ントの拡充や無線ＬＡＮの帯域増強など、新型コロナウイルスを含
めた今後起こり得る感染症への対応を見通した更新を行った。
４-４　２年次生アンケートにおいて学内情報システムに関する項目
を追加し調査を行った。学内情報システムを７つの分野に分け、分
野ごとに利用状況や満足度をまとめるとともに、意見、要望等を把
握した。内容については、第６次情報システム整備計画時に活用す
る。

５－１　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、遠隔授業
や遠隔会議等に対応するサービス（Google Workspace for
Education Plus-Legacy及びZoom）の導入、学内貸出用端末（ノート
ＰＣ30台）の追加購入及び学生貸出用Wi-Fiルーター（95台）の調達
を実施した。また、学生が罹患した際に濃厚接触者の特定を行うた
め、授業の際の着席状況の把握を実施した。
５－２　在宅勤務を可能とする環境整備（ノートＰＣ等の貸出や自
宅から大学のネットワークへの接続支援、服務の整理等）を実施し
た。

年度計画

42 　施設設備の一層の
効率的活用と長寿命
化を図るため、修
繕・整備を計画的に
実施するとともに、
定期的に利用状況を
点検・把握しなが
ら、施設設備の有効
活用を図る。

１　安全安心な施設の状態を維持するた
め、施設大規模修繕計画（平成29～令和
４年度）に基づき学生ホール棟の天井耐
震化改修や宮古短期大学部図書食堂棟外
部改修等を実施する。

２　施設の長寿命化を図るため、施設や
設備の保守点検を随時実施するととも
に、計画的に補修や修繕等を実施する。

３　北松園職員宿舎集約化方針に基づ
き、入居者の集約化及び集約後の空棟の
利活用について検討を進める。

４　第５次岩手県立大学情報システム整
備計画に基づき、ネットワークシステム
等の更新・整備を進めるとともに第６次
岩手県立大学情報システム整備計画策定
に着手する。

５　新型コロナウイルス感染症の拡大に
迅速に対応するため、令和２年度に整備
した遠隔授業システムを継続して準備す
るとともに、遠隔授業と対面授業の同時
実施にも対応する環境を整備する。
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中期計画 計画の進行状況等年度計画

２　安全管理等に関する目標を達成するための措置

44 　防災訓練や安否確
認訓練等を通じて、
学生・教職員の防災
意識の高揚及び災害
発生時における組織
的対応力の向上を図
る。

１　火災や地震発生時の円滑な対応を確
保するため、全学で消防訓練や避難訓練
を実施する。

２　災害発生時における危機意識を認識
するため、学生・教職員の安否確認訓練
を定期的に行う。

３　学内における新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、学生及び教職員へ
の「新しい生活様式」の実践について周
知するとともに、学内の予防消毒や密集
防止対策などを実施する。

１　災害発生時の円滑な対応を確保するため、防災訓練をコロナ禍によ
り分散及び縮小して実施した。
(１)シェイクアウト訓練(※)
・日時：令和３年10月８日　11時50分～12時
・対象：滝沢キャンパス教職員及び学生
・訓練想定：大規模地震（震度６強）発生
・訓練内容：被害回避行動訓練
・参加者　867人
※地震の際の安全確保行動である「命を守る動作」 を約１分間で 、誰
でも・どこでも・気軽に・簡単に行うことができる防災訓練。
(２)指令本部設置訓練及び情報連絡訓練
・日時：令和３年10月８日　14時～14時30分
・対象：本部棟教職員及び総務室職員
・訓練内容：危機管理対策本部設置、通報、情報伝達、不審物捜索等を
実施した（指令本部は滝沢市ＩＰＵ第２イノベーションセンターに設
置）。
・参加者：約20人
(３)初期消火、通報連絡確認（消防訓練の代替）
・日時：令和３年10月８日　10時30分～11時30分
・訓練内容：火災発生を想定した緊急時の行動確認を初期消火班・通報
連絡班ごとに実施した。
・参加者：約15人

２　学生及び教職員の防災意識の向上を図るため、安否確認システム報
告訓練を次のとおり実施した。
(１)第１回
　日時：令和３年６月25日～29日
　対象者：滝沢キャンパス全員（2,686人）
　報告者：2,223人
　報告率：82.8％（前年比＋0.8Ｐ）
(２)第２回
　日時：令和３年10月８日～12日
　対象者：滝沢キャンパス全員（2,701人）
　報告者：1,551人
　報告率：57.4％（前年比▲22.1Ｐ）

３　新型コロナウイルス感染症防止のため、新型コロナウイルス感染症
専門家会議が提言する「新しい生活様式」に基づく、次の取組を実施し
た。
(１)感染予防対策として、次のような取組を継続した。
・各建物入口への手指消毒液の配置やＰＣ教室を使用する学生が各自で
備品等を消毒するための消毒用アルコールとペーパータオルの配置
・委託清掃業者による各講義室の定期的な消毒や相談カウンター等の１
日複数回の消毒の実施
・各建物入口に設置したサーモグラフィカメラによる入館者の検温
・定期的な換気やカウンター等への透明パーテーションの設置、椅子等
の一部使用禁止の表示による間引き
・意識啓発のための感染予防啓発ポスターの学内掲示板や教室内への掲
示
(２)学生の新型コロナウイルス感染症の罹患が確認され、学内施設の消
毒等が必要と判断された際に消毒を実施した。

　学生及び教職員の
心身の健康保持・増
進を図るため、健康
診断やストレス
チェックの結果を効
果的に活用しながら
健康診断事業や個別
相談事業を充実させ
るとともに、労働災
害等の事故発生予防
のための取組を実施
する。

１－１　学生及び教職員の心身の健康保持・増進を図るため、定期
健康診断及びストレスチェックを実施した。
・教職員健康診断受診率　100%
・学生ストレスチェック提出率　93.7%
・教職員ストレスチェック提出率 94.7%
１－２　定期健康診断及びストレスチェックを踏まえた健康相談、
情報提供、セミナーの開催等を実施した。
(１)学生のストレスチェックの分析等を実施した。
(２)新型コロナウイルス感染症の情報を含む健康に関する情報を
ホームページ等により36回提供した。
(３)教職員の保護措置(予定)者への精密検査及び治療受診につい
て、個別通知にて勧奨を実施した。(受診率65%)
(４)メンタルヘルスセミナーを令和３年11月１日、11月30日に開催
した。(オンライン受講者含み参加者57人）

２－１　学生サポートサロンとのケース共有会議にて、相談内容の
分析を行い連携を図るとともに、必要なケースについて、学部・教
員と随時連携を図り対応した。
２－２　心身の不調に伴う学生や学生の担当教員に対し、個々の状
況に応じ医師又は看護職による相談対応を行った。「健康相談対応:
学生延べ910件（医師22件、看護職888件）（R4.3月現在）]

３　労働災害防止のため、照度の測定及び職場の整理整頓状況等を
産業医等が14回巡視した。
　また、職員衛生委員会を毎月開催し、教職員の健康障害の防止に
ついて審議し、開催内容を学内に開示した。

１　心身の健康保持・増進により健康文
化の醸成を図るため、学生及び教職員を
対象に、定期健康診断及びストレス
チェックを実施し、その結果を踏まえた
課題の調査・検討や事後指導、研修会、
個別相談等を実施するとともに、新型コ
ロナウイルス感染症に関する情報を含め
てリーフレットの配布や学内ホームペー
ジ等により健康情報を提供する。
２　学生の多様化する相談に適切に対応
し、連携強化を図るため健康サポートセ
ンターと学生サポートサロンの相談担当
者によるケース共有会議を実施するとと
もに、必要に応じ学部・教員とも連携し
て対応する。
３　労働災害事故の発生防止のため、産
業医による職場巡視を毎月実施するとと
もに、教職員の健康管理や職場の安全を
審議するため、職員衛生委員会を毎月開
催し、会議の概要を教職員に周知する。

№
43
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中期計画 計画の進行状況等年度計画

３　法令遵守に関する目標を達成するための措置

１－１　教職員の研究倫理の意識向上を図るため、毎年度開催して
いる、研究費コンプライアンス研修については、令和２年度と同
様、資料配付による自己研修とし、対象者全員に、研究活動におけ
る留意事項や研究費執行の際の留意事項等に係る説明資料を配付し
た（4/7～）。
１－２　学内ホームページに研究費コンプライアンス研修会の資料
と動画を掲載し、繰り返し受講できる環境を整えた。
１－３　ｅ-ラーニングについては、受講期限を9月末とし、研究費
コンプライアンス研修会やイントラネット、メールなどを活用し、
履修を促した。（R4.2.28現在履修率：98.3％）
１－４　国のガイドライン改正に基づき、研究費の適正な管理・運
営を一層推進するため、7/14の教研会議において、不正防止に向け
た取組の見直し、強化方針について報告の上、具体的な取組とし
て、啓発活動実施計画の策定・実施及び不正防止計画の見直しを
行った。

２－１　コンプライアンスに関する個人の意識啓発を図るため、毎
月、事務局各所属において、「コンプライアンス確立の日」の取組
として、所属長訓示や職員からのスピーチ等を実施した。（取組の
実施率は約98%）
２－２　綱紀の保持の徹底や服務規律の確保等を目的として、年度
当初や長期休暇前等に、事務局長から教職員に対する注意喚起等の
通知を行った。

３－１　ハラスメントに関する理解を深め、意識の向上を図るた
め、令和３年９月２日、教職員を対象に、「ダイバーシティ・ＬＧ
ＢＴに関するハラスメントの防止対策」をテーマとする研修会を実
施した。（参加者90人）
３－２　令和３年度におけるハラスメントの申立件数は５件、懲戒
処分は１件であった。

１　教職員の研究倫理の意識向上を図る
ため、研究費コンプライアンス研修会を
開催するとともに、ｅ-ラーニングによ
る研究倫理教育を推進する。

２　事務局職員のコンプライアンスに関
する意識啓発を図るため、毎月15日を
「コンプライアンス確立の日」に設定
し、所属長訓示や職員スピーチ等の取組
を行う。

３　教職員のハラスメントに関する理解
を深め意識の向上を図るため、ハラスメ
ントに関する研修を実施する。

　教職員による研究
費の不正執行等の違
反行為や不祥事のな
い大学の実現のた
め、研究不正防止計
画の改訂や研修会の
定期的開催などを行
い、コンプライアン
ス確立に向けた取組
を推進する。

45
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Ⅵ　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

令和３年度 予算 令和３年度 決算

（単位：百万円） （単位：百万円）

［人件費の見積り］
　期間中総額3,289百万円を支出する。（退職手当は除
く。）

［人件費の金額］
　期間中総額3,099百万円を支出した。（退職手当は除く。）

(注）単位未満を切り捨て処理しており、計は必ずしも一致しない。

Ⅵ　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

令和３年度 収支計画 令和３年度 収支実績

（単位：百万円） （単位：百万円）

(注）単位未満を切り捨て処理しており、計は必ずしも一致しない。

２　収支計画

平成29～34年度 収支計画

（単位：百万円）

平成29～34年度 予算

（単位：百万円）

中期計画

１　予算

［人件費の見積り］
　中期目標期間中総額20,311百万円を支出す
る。（退職手当は除く。）

計画の進行状況等

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

年度計画

金額

収入 34,400

　運営費交付金 22,318

　自己収入 10,122

　　授業料及び入学検定料 9,019

　　その他の収入 1,103

　受託研究等事業収入 700

　目的積立金取崩 1,260

支出 34,400

　業務費 33,700

　　教育研究費 25,949

　　地域等連携費 448

　　一般管理費 7,303

　受託研究等事業費 700

区分

区分 金額
費用の部 34,808
　　経常費用 34,808
　　　業務費 32,083
　 　  　教育研究費 9,774
　　   　地域等連携費 448
　　   　受託研究費等 700
　　   　役員人件費 49
　   　　教員人件費 15,809
　　   　職員人件費 5,303
　  　一般管理費 1,951
　　　財務費用 0
　  　雑損 0
　  　減価償却費 774
　　臨時損失 0
収入の部 33,548
　　経常収益 33,548
　　　運営費交付金収益 22,222
　　　授業料等収益 8,752
　　　受託研究費等収益 700
　　　補助金等収益 414
　　　寄附金収益 91
　　　財務収益 13
　　　雑益 582
　　　資産見返負債戻入 774
　　　　 資産見返運営費交付金等戻入 280
　　　　 資産見返授業料戻入 109
　　　　 資産見返寄附金戻入 79
　　　　 資産見返補助金等戻入 37
　　　　 資産見返物品受贈額戻入 269
　　臨時利益 0
純損失 1,260
目的積立金取崩 1,260
純利益 0

区分 予算額
収　　　入 6,489
　　運営費交付金 3,857
　　諸補助金 606
　　自己収入 1,560
　　　　授業料及び入学検定料等 1,454
　　　　その他収入 105
　　受託研究等事業収入 122
　　目的積立金取崩収入 342
支　　　出 6,489
　　業務費 4,993
　　　　教育研究費 4,948
　　　　地域等連携費 45
　　一般管理費 1,373
　　受託研究等事業費 122
　　寄附金事業 -

区分 決算額 差額（決算－予算）
収　　　入 6,273 △ 216
　　運営費交付金 3,864 7
　　諸補助金 527 △ 79
　　自己収入 1,610 50
　　　　授業料及び入学検定料等 1,490 36
　　　　その他収入 119 14
　　受託研究等事業収入 49 △ 73
　　目的積立金取崩収入 221 △ 121
支　　　出 5,793 △ 696
　　業務費 4,356 △ 637
　　　　教育研究費 4,323 △ 625
　　　　地域等連携費 33 △ 12
　　一般管理費 1,372 △ 1
　　受託研究等事業費 49 △ 73
　　寄附金事業 15 15

区分 予算額
費用の部 6,163
　　経常費用 6,163
　　　業務費 5,565
　 　  　教育研究費 1,952
　　   　地域等連携費 45
　　   　受託研究費等 122
　　   　役員人件費 15
　   　　教員人件費 2,557
　　   　職員人件費 872
　  　一般管理費 485
　　　財務費用 0
　  　雑損 0
　  　減価償却費 113
　　臨時損失 0
収入の部 5,821
　　経常収益 5,821
　　　運営費交付金収益 3,851
　　　授業料等収益 1,418
　　　受託研究費等収益 122
　　　補助金等収益 209
　　　寄附金収益 0
　　　財務収益 0
　　　雑益 105
　　　資産見返運営費交付金等戻入 42
　　　資産見返物品受贈額戻入 23
　　　その他の資産見返負債戻入 47
　　臨時利益 0
当期純利益 △ 342
目的積立金取崩収入 342
当期総利益 0

区分 決算額 差額（決算－予算）
費用の部 5,767 △ 396
　　経常費用 5,767 △ 396
　　　業務費 5,224 △ 341
　 　  　教育研究費 1,881 △ 71
　　   　地域等連携費 33 △ 12
　　   　受託研究費等 43 △ 79
　　   　役員人件費 15 0
　   　　教員人件費 2,415 △ 142
　　   　職員人件費 834 △ 38
　  　一般管理費 400 △ 85
　　　財務費用 0 0
　  　雑損 2 2
　  　減価償却費 140 27
　　臨時損失 0 0
収入の部 6,033 212
　　経常収益 6,033 212
　　　運営費交付金収益 3,856 5
　　　授業料等収益 1,457 39
　　　受託研究費等収益 47 △ 75
　　　補助金等収益 408 199
　　　寄附金収益 10 10
　　　財務収益 0 0
　　　雑益 93 △ 12
　　　資産見返運営費交付金等戻入 44 2
　　　資産見返物品受贈額戻入 25 2
　　　その他の資産見返負債戻入 89 42
　　臨時利益 0 0
当期純利益 266 608
目的積立金取崩収入 220 △ 122
当期総利益 487 487
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Ⅵ　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

令和３年度 資金計画 令和３年度 資金実績

（単位：百万円） （単位：百万円）

(注）単位未満を切り捨て処理しており、計は必ずしも一致しない。

３　資金計画

平成29～34年度 資金計画

（単位：百万円）

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

区分 金額

資金支出 34,400

　業務活動による支出 32,790

　投資活動による支出 1,610

　財務活動による支出 0

　次期中期目標期間への繰越金 0

資金収入 34,400

　業務活動による収入 34,400

　　運営費交付金による収入 22,318

　　補助金による収入 415

　　授業料及び入学検定料等による収入 9,019

　　受託研究等による収入 700

　　その他の収入 688

　　目的積立金取崩収入 1,260

　投資活動による収入 0

　財務活動による収入 0

区分 予算額
　資金支出 6,489
　　　業務活動による支出 6,050
　　　投資活動による支出 439
　　　財務活動による支出 0
　　　翌年度への繰越金 0
　資金収入 6,489
　　　業務活動による収入 6,489
　　　　　運営費交付金による収入 3,857
　　　　　補助金による収入 606
　　　　　授業料及び入学検定料等による収入 1,454
　　　　　受託研究等による収入 122
　　　　　その他の収入 105
　　　　　前年度よりの繰越金 342
　　　投資活動による収入 0
　　　　　利息受取額 0
　　　財務活動による収入 0

区分 決算額 差額（決算－予算）
　資金支出 6,231 △ 258
　　　業務活動による支出 5,498 △ 552
　　　投資活動による支出 172 △ 266
　　　財務活動による支出 - -
　　　翌年度への繰越金 560 560
　資金収入 6,231 △ 258
　　　業務活動による収入 6,231 △ 258
　　　　　運営費交付金による収入 3,974 117
　　　　　補助金による収入 836 229
　　　　　授業料及び入学検定料等による収入 1,237 △ 217
　　　　　受託研究等による収入 44 △ 78
　　　　　その他の収入 138 32
　　　　　前年度よりの繰越金 - △ 342
　　　投資活動による収入 0 0
　　　　　利息受取額 0 0
　　　財務活動による収入 - -
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Ⅶ　短期借入金の限度額

10億円

Ⅷ　出資等に係る不要財産等の処分に関する計画

Ⅸ　Ⅷに規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

Ⅹ　剰余金の使途
該当なし

Ⅺ　岩手県地方独立行政法人法施行細則で定める業務運営に関する事項
１　施設設備に関する計画
　中期目標及び中期計画を達
成するために必要となる業務
の進捗状況を踏まえ、施設設
備の整備や老朽度合等を勘案
した改修等を行う。

１　新型コロナウイルス感染症の影響による学年暦の変更に伴い令和２年度に実施できなかった学生
ホール棟の天井耐震化改修工事を実施するとともに、施設の良好な状態を維持するため、第３期大規模
修繕計画に基づき、宮古短期大学部図書食堂棟外部改修工事等を実施した。
(１)滝沢キャンパス
・加圧給水ポンプ修繕工事
・直流電源装置整流器等修繕修工事
・体育棟漏水改修工事
・熱源用自動制御機器更新工事
(２)宮古キャンパス
・図書食堂棟電気設備等改修工事
・屋外配水配管改修工事

２　施設の長寿命化を図るため、定期的な保守点検を行うとともに、第四期中期計画期間における計画
的な修繕・整備を実施するために、令和２年度に行った「次期大規模修繕計画調査」に基づき、大規模
工事や施設の補修や修繕について計画的に進めて行くため「岩手県立大学滝沢キャンパス等大規模修繕
工事計画」の素案を策定した。

３　北松園宿舎については、集約化に伴い、宿舎内での転居について希望した入居者の転居を行ったと
ころであり、次年度も継続して実施していく。集約後の利活用については学生寮や民間団体での賃貸住
宅などを想定し専門業者の意見聴取を行ったほか、県の認可の有無等について検討しているところ。さ
らに、入居者代表との意見交換をまとめ、入居者へ現状報告を行った。

４-１　第５次岩手県立大学情報システム整備計画に基づき、事務管理システム、ネットワークシステ
ム、プリンタ利用制限システム及びＳＣＣＭサーバ等の更新を行うともに、第６次岩手県立大学情報シ
ステム整備計画の策定に着手した。
４-２　事務管理システムの更新については、ＬＭＳの導入など、新型コロナウイルスを含めた今後起
こり得る感染症への対応を見通した更新を行った。
４-３　ネットワークシステムの更新については、無線アクセスポイントの拡充や無線ＬＡＮの帯域増
強など、新型コロナウイルスを含めた今後起こり得る感染症への対応を見通した更新を行った。
４-４　２年次生アンケートにおいて学内情報システムに関する項目を追加し調査を行った。学内情報
システムを７つの分野に分け、分野ごとに利用状況や満足度をまとめるとともに、意見、要望等を把握
した。内容については、第６次情報システム整備計画時に活用する。

５－１　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、遠隔授業や遠隔会議等に対応するサービス
（Google Workspace for Education Plus-Legacy及びZoom）の導入、学内貸出用端末（ノートＰＣ30
台）の追加購入及び学生貸出用Wi-Fiルーター（95台）の調達を実施した。また、学生が罹患した際に
濃厚接触者の特定を行うため、授業の際の着席状況の把握を実施した。
５－２　在宅勤務を可能とする環境整備（ノートＰＣ等の貸出や自宅から大学のネットワークへの接続
支援、服務の整理等）を実施した。

［№42再掲］

　決算において剰余金が発生し
た場合は、教育研究の質の向上
並びに組織運営及び施設設備の
改善に充てる。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

　なし

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

　なし

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

１　短期借入金の限度額 該当なし

２　想定される理由
　運営費交付金の受け入れ遅
延及び事故等の発生等により
緊急に必要となる対策費とし
て借り入れすることを想定す
る。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

中期計画 年度計画 計画の進行状況等
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中期計画 年度計画 計画の進行状況等

１　事務局職員について、定数管理計画に基づき、定数１人を減じるとともに、欠員解消に向け職員採
用試験を行い、３人の内定者の決定を行った。
２　教員の採用等について、教育研究上の必要性や財政運営との整合を図るため、学長による事前協議
制を通じて調整を図った。
［No.33再掲］

３　「岩手県立大学ＦＤ・ＳＤ実施要領」に基づき、各学部・本部において実施されているＦＤ・ＳＤ
を情報収集・集約し、全学的に周知・情報共有した。また、各学部・本部でのＦＤ・ＳＤの報告書によ
り、各部局での課題や業務に応じたＦＤ・ＳＤのニーズを把握した。
４　管理職教員を対象としたＳＤセミナーを受講希望の教職員にも公開し、オンライン講義形式で実施
した。（令和４年２月14日開催、参加者35人）
５-１　事務局職員の資質向上を図るため、次のとおり研修を実施した。
(１)大学職員一般共通研修「公立大学に関する基礎研修」（令和３年６月24日開催、参加者27人）
(２)一般共通研修「財務・契約研修」（令和３年11月19日開催、参加者33人）
(３)特別研修「あなたの異動！ビフォーアフター」（令和３年12月３日開催、参加者27人）
(４)一般共通研修「ロジカルライティング研修」（令和３年12月10日開催、参加者16人）
(５)職位に応じた能力の向上を目的とした階層別研修（グループリーダー、主査、中堅職員に重点を置
いて実施）（「グループリーダー研修」（令和３年12月21日開催、参加者23人）、「主査研修」（令和
３年７月５日開催、参加者10人）、「中堅職員研修」（令和３年12月～令和４年１月開催、参加者21
人））
５-２　県派遣研修として、岩手県庁へ職員１人を１年間派遣した。
［No.34再掲］

６－１　業務を効率的に実施するために、令和元年度に整備した業務マニュアルに基づきながら業務を
行うとともに、適宜マニュアルを改訂して一層の効率化を進めた。
６－２　業務改善の一環として、令和３年度にＲＰＡのシステムの試行導入を行い、研修会の開催や一
部の職員による謝金の経費精算書のシナリオ作成を行うなどの効果等を検証し、今後の本格導入に向
け、どのような業務がＲＰＡに適しているのか検討を継続することとした。
［No.37-１再掲］

　前中期目標期間繰越積立金221百万円余を取り崩し、施設改良修繕や学内情報システムの機器更新の
ほか、教育研究の質の向上に資する学長特別枠事業、新型コロナウイルス感染症対策事業を実施した。

３　法第40条第４項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画
　前中期目標期間繰越積立金
については、教育研究の質の
向上並びに組織運営及び施設
設備の改善に充てる。

２　人事に関する計画
　教育研究の質の向上を図る
ため、広く国内外から優れた
教職員を確保するとともに、
大学の理念及び目的の実現に
貢献する意欲的な教職員を育
成する。また、併せて、人件
費の抑制に努める。
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